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令和４年３月３日（木曜日）

午前10時10分開会

会議に付託された議案等

○議案第38号 令和３年度宮崎県一般会計補正

予算（第19号）

○議案第41号 令和３年度宮崎県国民健康保険

特別会計補正予算（第１号）

○議案第42号 令和３年度宮崎県母子父子寡婦

福祉資金特別会計補正予算（第

１号）

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて

○その他報告事項

・宮崎県病院事業経営計画２０２１の策定につ

いて

・新型コロナウイルス感染症に係る県立病院の

取組について

・新型コロナウイルス感染症における本県の対

応状況等について

出席委員（８人）

委 員 長 日 髙 利 夫

副 委 員 長 坂 本 康 郎

委 員 横 田 照 夫

委 員 日 高 博 之

委 員 野 﨑 幸 士

委 員 佐 藤 雅 洋

委 員 山 内 佳菜子

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

病院局

病 院 局 長 桑 山 秀 彦

病 院 局 医 監 兼
嶋 本 富 博

県立宮崎病院長

病 院 局 次 長 兼
小 牧 直 裕

経 営 管 理 課 長

米 良 勝 也県立宮崎病院事務局長

県立日南病院長 峯 一 彦

永 田 耕 嗣県立日南病院事務局長

県立延岡病院長 寺 尾 公 成

橋 本 文 人県立延岡病院事務局長

病院局県立病院
松 田 真 二

整 備 推 進 室 長

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 重黒木 清

福祉保健部次長
小 川 雅 彦

（ 福 祉 担 当 ）

福祉保健部次長
和 田 陽 市

（保健･医療担当）

こども政策局長 髙 山 智 弘

部 参 事 兼
山 下 栄 次

福 祉 保 健 課 長

指導監査・援護課長 中 澤 紀代美

医 療 薬 務 課 長 牛ノ濱 和 秀

薬 務 対 策 室 長 林 隆一朗

国民健康保険課長 野 海 幸 弘

長 寿 介 護 課 長 福 山 旭

医療・介護連携
津 田 君 彦

推 進 室 長

障がい福祉課長 重 盛 俊 郎

衛 生 管 理 課 長 壹 岐 和 彦

健 康 増 進 課 長 市 成 典 文

感染症対策室長 有 村 公 輔

こども政策課長 柏 田 学

こども家庭課長 壱 岐 秀 彦

令和４年３月３日(木)
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事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 藤 村 正

政策調査課主査 澤 田 彩 子

それでは、ただいまから厚生常○日髙委員長

任委員会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてでありますが、

お手元に配付しております日程案のとおりで御

異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○日髙委員長

します。

続いて、審査に移ります。病院局にその他報

告事項についての説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

病院局でございます。よろし○桑山病院局長

くお願いいたします。

説明に入ります前に２件御報告いたします。

、 。初めに 職員の懲戒処分についてであります

委員の皆様も御承知のとおり、勤務時間中に

飲酒を行いました県立日南病院の職員に対し懲

戒処分を行ったところであります。県民の命を

預かる職場にあって、こういった行為はあるま

じき行為でございます。深くおわび申し上げま

す。誠に申し訳ございませんでした。

今後、全職員に対し、改めて服務規律の保持

を徹底いたしまして、県民の皆様の信頼回復に

努めてまいります。

次に、新県立宮崎病院の新たな機能の運用開

始についてであります。

宮崎病院に関しましては、本会議でもたくさ

、ん御質問いただいたところでありますけれども

今週からヘリポートと手術支援ロボットの運用

がスタートいたしました。詳細については、そ

の他報告事項の最後で嶋本県立宮崎病院長から

御報告させていただきます。

それでは、議案等の概要について御説明いた

します。

お手元の厚生常任委員会資料の表紙をめくっ

ていただき、目次を御覧ください。

今回は議案はございません。その他報告事項

が２件となっております。

１件目は、宮崎県病院事業経営計画2021の策

定についてであります。

今年１月の常任委員会におきまして、新たな

経営計画の素案について御説明申し上げました

が、その後、外部の有識者で構成する病院事業

評価委員会及びパブリックコメントの結果を反

映させた最終的な案がまとまりましたので、そ

の概要について御報告いたします。

２件目は、新型コロナウイルス感染症に係る

県立病院の取組についてであります。

今年１月からの第６波は、県内でもこれまで

にない勢いで感染が拡大しておりますが、県立

病院におきましても引き続き多くの患者を受け

入れております。これまでの取組等について御

報告いたします。

詳細につきましては、次長から説明させてい

ただきます。

また、先ほど申しましたように宮崎病院の機

能に関して、嶋本病院長から資料はございませ

んが御報告させていただきます。

それでは、常任委員会資料○小牧病院局次長

の１ページを御覧ください。

宮崎県病院事業経営計画2021の策定について

御説明いたします。

まず、１の策定の趣旨でございます。

人口減少や医療ニーズの変化、医師の労働時

間の上限規制など、県立病院を取り巻く環境は
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大きく変化しておりまして、新たな課題も生じ

ておりますことから、これまでの成果と課題を

、 、踏まえまして 安定的な経営基盤の上に立って

高度で良質な医療を継続的に提供することを目

指し、策定を行うものでございます。

また、２の計画期間は、本年度から令和７年

度までの５年間としております。

次に、３の計画の概要等についてでございま

す。

（１）県立病院の使命にございますとおり、

全県レベルあるいは地域の中核病院として経営

の健全性を維持しながら、県民に高度で良質な

医療を安定的に提供することを県立病院の使命

と定めております。

、（ ） 、 、次に ２ にございますとおり ①の医療面

、 、②の経営面 それぞれの基本目標を定めまして

具体的な取組を行うこととしております。

また （３）の計画の構成は記載のとおりでご、

ざいまして、素案から変更はございません。

次に、４の病院事業評価委員会パブリックコ

メントからの意見への対応につきましては、１

月臨時会の厚生常任委員会で御報告しました素

案から変更のあった主な事項を御説明したいと

考えております。

Ａ３版の資料１を御覧ください。

下線を引いたところが、パブリックコメント

等の意見を反映させたところでございます。

最初に、医療面の基本目標、中ほどになりま

すけれども、ここに４つ具体的取組を記載して

おります。

まず、左上の１、質の高い医療の提供とそれ

を支えるスタッフの確保・充実、ここの欄の

（２）の医療スタッフの確保・育成の下線が引

いてあります２つ目の白丸でございますが、宮

崎県キャリア形成プログラム対象医療機関とし

て地域医療を担う医師育成に貢献する旨、記載

を追加したものでございます。

これにつきましては、常任委員会資料の２ペ

ージを御覧ください。１の病院事業評価委員会

からの意見を掲載しております。

このうち（２）の表の一番上、宮崎県キャリ

ア形成プログラムに係る病院局の取組について

記載すべきではないかとの御意見を踏まえ、追

加したものでございます。

再び、Ａ３版の資料１を御覧ください。

先ほどの医療面の基本目標の具体的取組、今

度は左下の欄です、３の安全・安心な医療の提

供と患者サービスの向上の、今度は（２）の下

線のある白丸がございますが、宮崎大学等との

デジタル化の連携に関しまして、画像診断デー

タの共有等の機能連携を検討することなどの記

載を追加しております。

これにつきましては、常任委員会資料２ペー

ジの表の３番目にございます。意見としまして

は、３病院と宮崎大学等との電子カルテの連携

などに関する意見を踏まえ、右の欄にございま

すとおり、より具体的に画像診断データや検査

結果の共有等の機能連携を検討することや概要

版には記載しておりませんけれども、オンライ

ン診療等の導入について検討することを計画に

盛り込んだところでございます。

再度、Ａ３版のほうを御覧いただきまして、

同じ左下の欄でございますけれども （３）の医、

療事故防止等の医療安全対策の推進の下線のあ

る白丸でございますけれども、３県立病院合同

で医療安全委員会開催等の連携を行う旨、記載

を追加しております。

これにつきましては、常任委員会資料の２ペ

ージの表では、４番目のところに医療安全レベ

ルの向上に関しまして、県立３病院間の情報共
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有のための具体的な取組を追記してはどうかと

の意見を踏まえまして、具体的に県立３病院合

同の医療安全委員会の開催について盛り込んだ

ところでございます。

次に、常任委員会資料の３ページを御覧くだ

さい。

２のパブリックコメントについてでございま

す。パブリックコメントにつきましては、本年

１月26日から２月18日の間に意見を募集しまし

て、１名の方から３件の御意見をいただいたと

ころでございます （３）主な意見の要旨と病院。

局の考え方の表で御説明いたします。

まず、１つ目、看護師の医療能力向上を図る

一方で、要介護者に対する入浴作業などの介護

分野における専門技術を導入するなど、負担軽

。減が必要ではないかとの御意見でございました

、右の病院局の考え方等を御覧いただきますと

看護師をはじめとする職員の業務につきまして

は、デジタル化の推進により、標準化・効率化

を進め、負担軽減を図ることとしております。

また、御提案のありました看護・介助の負担

軽減につきましては、高齢化の進展状況を踏ま

え、検討してまいりたいと考えております。

次に、２つ目の、県の他部署や市町村との予

防医療の面での連携等について触れる必要はな

いかとの御意見につきましては、予防医療や在

宅医療の取組につきましては、各病院に設置し

ております患者支援センターにおきまして、計

画案にも記載しておりますが、地域の医療機関

や介護福祉サービス事業者等と連携を進めてま

いりたいと考えております。

、 、 、最後に ３つ目の ダヴィンチに関しまして

医療従事者の学ぶ機会を増やすべきではないか

などの御意見につきましては、手術支援ロボッ

ト等を用いた先進医療を提供するためには、医

師や看護師等の専門的なトレーニングが必要不

可欠であると考えておりまして、積極的な研修

派遣等によりスキルアップに取り組んでまいり

たいと考えております。

また、遠隔手術につきましては、引き続き研

究を行ってまいりたいと考えております。

以上、御説明しましたとおり、いただきまし

た意見を含め病院事業評価委員会やパブリック

コメントの御意見につきましては、検討の上、

最終の計画案に反映等を行ったところでござい

ます。

また、最終の計画案につきましては、資料２

としてお配りしておりますので、後ほど御覧い

ただきたいと存じます。

本計画の推進により、県立病院が全県レベル

あるいは地域の中核病院として経営の健全性を

維持しながら、県民に高度で良質な医療を安定

的に提供できるよう、職員一人一人が取り組ん

でまいりたいと考えております。

引き続きまして、新型コロナウイルス感染症

に係る県立病院の取組について御説明いたしま

す。

常任委員会資料の４ページを御覧ください。

まず、１の県立病院におけるこれまでの取組

状況についてであります。

（１）患者の受入れ状況の表を御覧いただき

まして、確保病床数の欄の一番下、合計の欄に

ございますとおり、３病院で計38床を確保し対

応しているところでございます。今回の第６波

を含めまして、患者の急増時にはさらに病床を

追加で確保し、患者の受入れを行っているとこ

ろでございます。

この表に記載しておりますのは、２月27日時

点の受入数でございますが、昨日、３月２日時

点では、累計の受入数は、宮崎病院が295人に増
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えております。また、延岡病院も146人に増えて

おります。また、日南病院も86人と増えている

ところでございます。合計は515人から527人と

なっております。

現在の時点で入院されている患者は、宮崎病

院が７名、延岡病院が３人、日南病院が５人と

なっておりまして、合計で15人の方が県立３病

院に入院されております。

次に （２）第６波関連の主な取組としまして、

は、まず①のとおり他の受入医療機関との役割

分担の下、中等症以上の患者の方や看護必要度

の高い患者の積極的な受入れを実施しておりま

すが、第６波におきましては、特に高齢者や妊

婦、また小児を含めた救急搬送等の受入れが急

増している状況でございます。

また、②のＤＭＡＴの派遣、③のワクチン大

規模集団接種会場等での３回目のワクチン接種

における業務従事などの支援、協力を行ってい

るところでございます。

さらに、④県重症化予防センターにおきまし

ては、宮崎病院の医師等が中和抗体薬の投与な

どの医療的措置を実施しておりまして、１月28

日から３月２日までの間に187名の方へ中和抗体

薬の投与が行われているところでございます。

最後に、２の今後の対応方針についてでござ

いますが、新型コロナウイルス感染症患者の持

続的・安定的な受入れに向けた院内体制を維持

しつつ、地域の医療機関とも連携しながら、県

立病院が本来担うべき救急医療や高度・急性期

医療等との両立を図ってまいりたいと考えてお

ります。

県立宮崎病院のヘリポ○嶋本県立宮崎病院長

ートと、手術支援ロボットのダヴィンチによる

手術に関して追加で報告を申し上げます。

まず、ヘリポートに関しましては、２月28日

に運用を開始しております。平日の日中での運

用でやっておりますけれども、早速先日、県西

部から大血管疾患でショック状態の患者、プレ

ショックの一歩手前の状態の患者が医療機関か

らの要請がありまして、医療機関で適切な処置

を行った後にヘリポートに移送 その後 ショッ、 、

クの治療というものを初療室で行った後に手術

室に移送して手術を行い、ＩＣＵに移送したと

いう事例があり、無事に救命できたことをまず

御報告申し上げたいと思います。

次に、ダヴィンチによるロボット手術に関し

ては、事前に人材教育等を行ってまいりました

が、こちらも１例目の手術が無事に終了しまし

た。高齢の男性の手術でございまして、予定ど

おりの手術を行って、一般病棟で今、回復状態

にあるということを御報告申し上げます。

執行部の説明が終了しました。○日髙委員長

。その他報告事項について質疑はございませんか

４ページの県立病院の新型コロナ○山内委員

に係る取組の中で、救急搬送受入れが増加した

という説明があったかと思いますが、どれぐら

い増加したのか、その背景をもう少し詳しくお

伺いしてもよろしいでしょうか。

現在、第６波の途中で、統○小牧病院局次長

計的な件数はございませんが、救急搬送された

、 、患者が 搬送後に陽性であることが判明したり

陽性の方が症状が悪化して救急搬送されたとい

う件数が、これまでの第５波までに比べて顕著

に見受けられるという報告を受けております。

宮崎病院では、患者とスタッフの○山内委員

方の陽性も判明して、一時、外来や救急搬送の

受入れ制限がなされたと思います。本当に大変

な事態だったと思います。御対応、本当に御苦

労さまでした。

そのときの、救急搬送の受入れは、どのよう

令和４年３月３日(木)
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にされていたのか、患者にはどのように対応さ

れていたのかというところをお伺いします。

御心配をおかけしまし○嶋本県立宮崎病院長

た。院内発生となりましたが、患者が数名にと

どまり限定的で病棟での広がりはなかったので

すけれども、一番の問題は診療スタッフが濃厚

接触者、またはそれに準ずるということで出勤

停止にしたことから、どうしても人材が不足し

たため、一時的に救急搬送の受入れを止めたと

いう状況です。

そのときには、消防と医師会等には救急を止

めるという事情を説明した上で対応していただ

きました。周囲の救急医療機関に御迷惑をかけ

ましたけれども、その御協力の下に無事に乗り

切ったと思っております。

三次救急の要だと思いますので、○山内委員

その期間中に重体の方の受入れが大変だったと

か、命の危険にさらされたりとか、そういった

事例はなかったのでしょうか。

周囲の大学とか市郡医○嶋本県立宮崎病院長

、師会等には御迷惑をかけたと思いますけれども

当院には幸いにもそういう情報は入っておりま

せん。その辺のことはあまりつまびらかにでき

ないところがございますので御了承ください。

今後も感染リスクはずっと続いて○山内委員

いくと思います。宮崎県の医療の要である皆様

の命と健康を守りながら、ぜひ今後も気をつけ

て対応いただきたいと思います。

第６波になってから、緊急搬送が○日高委員

増えているということですが、毎日とは言いま

せんが、基礎疾患のある高齢者が亡くなってい

るんですよ。

そういった中で、ここに書かれてある中等症

以上の患者や看護必要度の高い患者となると、

高齢者でも重症の方ということになってくる

じゃないですか。そういった方の病院への搬送

が増えていることと、毎日のように高齢者が亡

。くなっている部分とはリンクしているんですか

どのような高齢者を県立病○小牧病院局次長

院に搬送するのか、またはどの程度までの症状

であれば施設等で療養できるのかという判断に

ついては、福祉保健部の調整本部でやっており

ます。県立病院側で分かるのは、症状が悪化し

たり他の既往症があって県立病院等でないと療

養が難しい方が多く見られるようになってきて

いるということでございます。

第６波になってから緊急搬送で運○日高委員

ばれてくる患者が多いということは 亡くな―

られる方が多いとは書いていないんですけれど

も 非常に重要なことではないのかと。―

例えば、高齢者でも基礎疾患を持っていても

元気な方もいますが、そういった方が急遽コロ

ナで亡くなるということではなくて、中等症以

上、ターミナルケアに近い方が、亡くなった後

に検査をしたら陽性だったとか、それが陽性と

してカウントされるケースだったりとか。そう

なってくると県立病院は最後に受け入れるわけ

ですよね。ということは、救急搬送で運び込ま

、 、れる方と コロナで亡くなられる方というのは

おのずと全く別物じゃなくてリンクしていると

考えられると思ったんですけれど いかがでしょ、

うか。

まず救急に関してです○嶋本県立宮崎病院長

けれども、２つの救急があります。

１つは、今回の問題点となっている小児の救

急です。小児の死亡例は非常に少ないとされて

おりますけれども、特に５歳未満児の場合には

発熱によるけいれん、それから咽頭が腫れてき

てまいりまして、それによって呼吸困難を訴え

るということで、特に先々週ぐらいは毎日のよ
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うに緊急小児科に運ばれてきました。

ただ、この子たちは数日間、熱が引いて炎症

が収まれば、また自宅療養に変わるという小児

の救急というのがあります。

もう１つは、これは第６波に限ったことでは

ありませんけれども、家で心肺停止になって救

急に運ばれて、蘇生がうまくいかずに亡くなっ

たと。そのときにＰＣＲ検査をしたら陽性だっ

たというのもあります。

それから、死亡に関しては、結局当院の場合

にも、当然療養施設、特に高齢者施設の場合で

すけれども、高齢者施設で、そこで療養して、

そのまま療養するパターン。または軽症として

病院で療養している患者が、呼吸状態が悪化し

て救急搬送されるということがあります。

また、重症といった場合に、当院にはそうい

う重症で高濃度の酸素を投与するといったこと

をした患者が入ってくると捉えられているんで

すけれども これは県北でも県南でもそうでしょ、

うが、高齢で基礎疾患が悪い場合には、必ずし

も全てがそうだということではありませんが、

積極的な治療をしないということもあります。

この辺は倫理的なこともあると思いますが、

新聞報道であるような死亡患者数と県立病院で

中等症以上のコロナ患者を診ているということ

は、必ずしも一致していないというのが現状で

す。

分かりました。○日高委員

４ページの第６波に関連して、○前屋敷委員

ここの主な取組の中の②ですけれども、保健所

に医師を派遣をして患者の療養調整に関する支

援を実施されたということですが、県内全ての

保健所に病院からドクターが応援に入られたと

いうことなのですか。それとも患者の多い地域

だけですか。

県立病院のＤＭＡＴが県の○小牧病院局次長

要請を受けて、各保健所の患者の調査であると

か、状況の把握に協力するという形で保健所に

入っているわけですけれども、全ての保健所に

入ったということではなく、発生数が多い時期

に、発生数が多い保健所に派遣があったと伺っ

ております。

全ての患者が入院というわけで○前屋敷委員

はない状況もありますが、それでも重症化予防

センターにおられる患者もかなり多いので、そ

の辺の必要かどうかという判断をＤＭＡＴのド

クターがされるという状況なんでしょうか。

ＤＭＡＴが配置された保健○小牧病院局次長

所で、役割として一番大変な業務は、地域の高

齢者とか障害者の施設においてクラスター発生

したときに、そこでの医療的な対応のアドバイ

スや状況把握にＤＭＡＴが従事し活躍いただい

ていると伺っております。

今年に入ってクラスターが増え○前屋敷委員

ている状況があって、かなり活躍していただい

たのだと思いました。

。○横田委員 経営計画案についてうかがいます

事業評価委員会からの６件の意見は計画案に盛

り込まれたと記載してありますが、パブリック

コメントの３件もなるほどと思える御意見だと

思うんですけれども、こちらは反映されていな

いということですね。

検討を行って、意見として○小牧病院局次長

非常に貴重な意見が多かったんですけれども、

既にデジタル化の問題であるとか、あと地域の

医療とか介護サービスとの連携というのは、も

う既に記載として原案にあったものですから、

そこを大幅に変更するまでの対応は必要ないと

判断したところでございます。

ここに書いてありますように、いろいろ研究

令和４年３月３日(木)
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してまいったり、そういったものの契機として

の意見として、今後業務に生かしていきたいと

思っております。

分かりました。既にこの計画の中○横田委員

に入れこんであるとか、現在進行系で進んでい

るからということで、あえて反映しなくても大

丈夫だと判断されたということですね。

おおむね趣旨として記載し○小牧病院局次長

ているということで、例えばアシストスーツに

ついて個別の記載があるわけでございませんけ

れども、デジタル化とか職員の負担軽減という

ところで記載があるので、今回はそちらに御意

見を反映していきたいと考えています。

病院事業評価委員会からいろいろ○佐藤委員

意見が出ておりますが、新しく宮崎病院もでき

たて、日南、延岡の３病院合同としてのいろい

ろな取組をされております。

今現在の国内もしくは九州内での県立宮崎病

院の評価というのは、どのぐらいのレベルなの

か把握できているのでしょうか。

病院にはいろいろな診療科○小牧病院局次長

のバリエーションがあり、病床数も全く同じ条

件で比較というのは難しいと思いますので、病

院全体の位置付けというのは、我々としてもな

かなか把握しづらいと思っているところです。

ただ、宮崎病院と延岡病院は救命救急センタ

ーになっています。そういうところは、毎年Ａ

ＢＣ評価を受けております。宮崎病院も延岡病

院もＡ評価ということで、一定の評価をいただ

いていると考えています。

、Ａ評価の上にＳ評価というのもあるのですが

それは非常に少ないところなんですけれども、

一般的な評価の上では上位にあると考えており

ます。

県民に高度で良質な医療を安定的○佐藤委員

に提供するということでございますので、県民

として県立の各病院のそれぞれの得意分野がこ

ういうところであり、こういうところが優れて

いて、こういうところは現在設備的にも人員的

にも、まだまだ注力が必要だという課題がある

と思います。そういうところを私たちも含めて

県民はあまり知らないと思うんですよね。私た

ちが頼りにしている県立病院とはどういうとこ

。ろなのかが知りたいのではないかと思うんです

明らかにできる部分と、そうではない部分があ

るかと思いますけれども、ある程度の情報とい

うのがあれば教えてください。

医療機関全体について、どこ○桑山病院局長

の病院が優れているとかそういった評価という

のはありませんし、なかなかそれを客観的にや

ることは難しいと思います。先ほどの救命緊急

センターのようなセクションでの評価というの

はあり得ると思いますけれども。

私どもとしては、県内にいながらにして、県

外に行かずに質の高い医療が受けれる、そうい

うものが理想ではないかと思います。

例えば、古い話をすれば腎臓移植です。これ

は福岡県から宮崎病院にチームを送って、初め

て宮崎県内でもできるようになったということ

もございます。

また、最近の例で言えば、延岡病院で心臓脳

血管センターの充実を図っておりますが、今年

の当初予算でも第３室について整備を行って、

県央部に行かずとも県北部にいながら身近なと

ころで高度な医療を受けられるように努力して

いきたいということでございます。

そういうことだと思います。私の○佐藤委員

地元の西臼杵郡は、熊本県と接しておりますの

で、何かあると熊本県の病院にかかるという方

々もいます。しかし、延岡市に立派な県立病院
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があるわけですから、そういう安心ですよとい

う情報発信が今後は大事なのかなと思います。

このパブリックコメントの１名の○日高委員

方から３件の意見というのは意見としては多い

んですか、少ないんですか。

多い、少ないの評価は難し○小牧病院局次長

いんですけれども、私もこれまでの県のいろい

ろな計画でパブリックコメントを行ってきたと

ころをみると、１件ということもまれではない

と思っています。

どこに周知したか分からんけれど○日高委員

も、周知期間がこれだけあって、これだけの量

しか意見がない。だから、１名から３件の意見

が出たということで評価しているのか。それと

も病院局としてはもっと広く情報発信をして意

見をもらいたかったのか。そういったところの

評価を聞かせてください。

まず、パブリックコメント○小牧病院局次長

の候補につきましては、ラジオの「おはよう県

庁です といった番組とか テレビであれば み」 、 「

やざきゲンキＴＶ」と県で提供しているテレビ

の中で意見の募集を行い、主要な新聞に掲載し

ております県政けいじばんでも、意見の募集を

したところでございます。

委員の御指摘のとおり、我々も１件が多いと

か十分だと評価しているわけではなくて、今後

、もこういったパブリックコメントをする際には

広報活動とか県民の皆さんが興味を持っていた

だけるような手法を工夫していきたいと考えて

おります。

小牧次長も桑山局長もいろいろな○日高委員

部署を回られたと思うんですが、どこに行って

も県のパブリックコメントは大体これぐらいで

少ないですよね。病院局だけじゃなくて、ほか

の教育委員会とかでも少ないんですよ。

、 、この状況というのが 情報政策課があっても

情報政策課が一元的に情報発信するシステムが

あるわけではないじゃないですか。各部局に任

せているんだと。物はできたけれども中身が伴

わないと言うか、どんどん意見をもらわないと

いかんのじゃないかと思うんですが、そう思い

ませんか。

パブリックコメントが導入さ○桑山病院局長

れてから相当長い時間がたっている中で、委員

のおっしゃるような御指摘があることは十分承

知しております。

我々としてはまず、医療に携わる大学である

とか医師会であるとか、そういう委員の方々、

それから利用されている県北、県南の医療を守

る会といったような方々の代表の方とかの病院

事業評価委員会で、なるべく幅広く、意見を吸

い上げるようにしております。

そして、今回のパブリックコメントにつきま

しては、こういった形で意見が少ない状況であ

りますけれども、病院事業の経営計画の策定に

、 、 、当たっては 過去に病院の所在する県北 県南

県央で意見を聞くような場を設けたこともござ

います。

今後また必要に応じて、そういう機会を設け

るなどして、なるべく広くいろいろな方々の御

意見がすくえるように、また計画に反映できる

ように、努力していきたいと思っております。

局長も、任期もあるだろうから、○日高委員

それができるか。結局こういう経営計画と言っ

ても、絵に描いた何とかということになるわけ

です。

だから、もっとこう、ダイジェスト版みたい

な感じでやらないと分からないんですよ。とり

あえず県民にこうしたよというアリバイづくり

としか思えないんですよね。これだけ３病院の

令和４年３月３日(木)



- 10 -

計画があって、20日以上の期間を持ちながら、

１名しか意見がないと。逆に拾い集めるぐらい

のことをしていかないといけなんじゃないです

か。

この計画については、医療分○桑山病院局長

野だけでなく、経営の部分も非常に専門性が高

いものですから、そういう意味からもなかなか

意見が出にくい面もあるのではないかと思いま

す。

ただ、私どもとしては、この計画は決して絵

に描いた餅というわけではなく、今回は前計画

にはなかった収支見通し、これを今回新たに追

加しておりまして、資金収支が大変厳しくなっ

ているという状況を踏まえまして、やっぱり３

病院一体となって、経営改善に努めようという

意欲を持ってつくった計画でありますので、今

後計画の実践に向けて、最大限努力していきた

いと思っております。

病院の現場側と、県庁の事務局側○日高委員

があります。先生たちは現場です。局長や次長

は事務方です。その辺で連携をしっかりやって

ほしいと思うんです。できていないとは言って

ないですよ。何かこの辺にもっと反映できてく

るんだったら、もう少し経営計画云々という感

じあれば、もっと連携してやってほしいと思う

んです。

先生たち、院長ですよね。腹にたまっている

ものが、言いたいけどなかなか言えないことが

あると思うんです。

３病院の院長と事務方とがしっかりと連携し

てやることが重要だと思うんです。同じものを

つくっても、中身が伴うか伴わないかというと

ころもありますので、その辺もよろしくお願い

します。

今の日高委員の御質問○寺尾県立延岡病院長

の答えになるかどうか分かりませんが、この計

画がつくられているときに、各病院にも話が振

られました。

私どものところでも、私ほか副院長が３名い

、 、 、 、ますけれども 看護部長 薬剤部長 事務局長

、事務次長の８名でディスカッションをしまして

本当にこれでいいのかというようなところで私

どもの意見も投げかけて、病院局とある程度や

り取りをしまして、詰めていったという部分も

何点かあります。だから病院局がつくったのを

、傍らからじっと見ていたということではなくて

当院からは積極的に投げかけさせていただいた

という部分もあります。

その中で特に経営面のことになってしまうん

ですけれども、経営の真っ先にうたわれていま

す 佐藤委員へのお答えにもなるかと思うん―

ですけれども 病院の評価をどのように見て―

いるのかという部分に関しては、これは全国的

にＤＰＣ制度というものがありますので そ―

れの評価機能係数が１とか２とかあるんですけ

れども そういうものをいかにして高めてい―

く努力をするのかとか、そういうところで全国

的な病院の評価は、今ある程度されているとい

うところです。

３病院ともＤＰＣ病院でございますので、そ

れぞれの病院でそういう努力をやっているとい

う一面はあろうかと思います。

、 、○坂本副委員長 第６波の発生について 医師

それから看護師とＤＭＡＴ、それからワクチン

接種にも応援で行っていらっしゃるということ

、 、で これはどれぐらいの割合というか頻度とか

あと人数とか全体の中でどれぐらいの方たちが

臨時的、緊急的な対応に携わっていらっしゃる

のか、大体でも結構ですので教えていただけま

せんか。
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集団接種会場に対しては、○小牧病院局次長

例えば宮崎病院ですと県西地区に職員を派遣し

ておりますけれども、そういったところの集団

接種、これは２回目までの接種としまして医師

が約180人、そのほか看護師、薬剤師を含めまし

て、医師も含めて約430人を派遣しております。

また、日南病院も医師が約40人、そのほかの

看護師、薬剤師を含めますと150人から160人、

延岡病院につきましても医師が約12人、あとそ

の他のスタッフ含めて約60人が応援に行ってい

るという状況でございます。

それから、12月以降に実施している追加のワ

クチン接種でも 例えば宮崎病院ですと医師が30、

人程度とか そのほかの医療スタッフを含めて50、

人程度を派遣している状況でございます。

通常の受入れに関しては 各病院で医療スタッ、

フの融通をしながら通常よりもスタッフを工夫

をしながら運営に当たっていただいているとい

う状況でございます。

加えて、感染予防するために○坂本副委員長

県民全体、私たちも含めていろいろな県からの

注意事項を守って自粛をしたり、行動自粛につ

、 、ながっているわけですけれども 医療従事者は

より厳しい対応をされていると聞くんですが、

具体的に今やっていらっしゃる対応というのは

特にあるんでしょうか。

例えば、県外との往来自粛が県全体に発表さ

れているときは、当然私たちもそれに従うわけ

ですけれども それが解けても医療従事者は行っ、

てはいけないとか、一般の病院に勤めていらっ

しゃる方たちから、そういう話を聞くことがあ

るのですが、県立病院でもそういったことをさ

れているのでしょうか。

病院での感染対○米良県立宮崎病院事務局長

策ということで、いろいろな側面があろうかと

思いますが、基本的には県が発する対策をベー

スにしております。ただ、医療機関ですので、

さらに厳しい対応をしているところでございま

す。

段階にもよりますけれども、例えば、感染が

激しい状態のときには、県外の出張はできるだ

け行かない。少し落ち着いてきた場合には、必

要性を十分考慮した上で、さらに感染対策を十

分取って出張する。出張先では行動した記録を

ずっとつけておくといったことを職員にはお願

いをしながら出張しているということがござい

ます。

それから、実習とか見学の受入れということ

もございますけれども、そのあたりも先方の派

遣先と十分協議をしながら行っております。あ

と事業者が県外からいろいろな形で来院されま

すので、そういったところも来られる地域、あ

るいはそのときの感染の状況等を十分踏まえな

がら、そのときそのときで対応しているという

ような状況でございます。

２つ質問させていただきまし○坂本副委員長

、 、たけれども コロナの影響が長期化をしていて

第６波は今までの波に比べると長くなりそうな

見込みです。３月に入りましたけれども、元の

とおりに収まるのか、今は見通しが立たない状

況です。

介護従事者の方々が、長期化の中でかなり疲

。弊なさっているということをよく伺っています

それで県立病院において、そういった疲労で休

まれているとか、疲れているという状態を把握

した上で何らかのケアをされていれば教えてい

ただきたいと思います。

明確にコロナの対応が原因○小牧病院局次長

で休みということは、我々の方には報告はござ

いませんけれども、やはり対応で非常に疲弊し

令和４年３月３日(木)
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ているというか、いろいろな疲れとか悩みを抱

えているということは、頻繁にお伺いするとこ

ろでございます。

職員からのそう○米良県立宮崎病院事務局長

いった相談というか、大変だという声もござい

ます。そういった場合に、当院におきましては

職員相談室というのがございますので、特にそ

の中でこういったコロナの対応に関して相談を

したいとか、少し話をしたいというような場合

には、心身面、それから身体面、それぞれドク

ターの御協力もいただきながら、話をお聞きし

て必要な指導、助言をするといった対応を取っ

ている状況でございます。

あまりマスコミでも最近取り○坂本副委員長

上げられなくなった面もありまして、ともすれ

ば光が当たらないところなんですけれども、県

内の感染症に対応していただく本当に砦の皆さ

んですので、ケアのほうは十分お願いしたいと

思います。

ほかに質疑はございませんか。○日髙委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって病院局○日髙委員長

を終了いたします。執行部の皆様、お疲れさま

でした。

部局入替えのため、暫時休憩いたします。

午前11時５分休憩

午前11時15分再開

委員会を再開いたします。○日髙委員長

それでは、当委員会に付託されました福祉保

健部の令和３年度補正予算関係議案及び報告事

項について説明を求めます。

福祉保健部でございま○重黒木福祉保健部長

す。本日もどうぞよろしくお願いいたします。

それでは、議案の説明に先立ちまして、新型

コロナ関係につきまして１点御報告をさせてい

ただきます。

オミクロン株によります感染爆発に伴いまし

て、本県には現在、まん延防止等重点措置が適

用されているところでございます。

昨日の本会議におきまして知事が答弁しまし

たとおり、新規感染者数につきましては、ピー

ク時から一定程度減少し、また医療提供体制の

、負荷も一定程度改善してきているということで

６日に期限を迎えるまん延防止等重点措置につ

、 、 、きましては 期限をもって終了するよう 昨日

国に対して正式に文書で要請したところでござ

います。

この重点措置の取扱いにつきましては、最終

的に国において判断されるということになって

おります。今のところ、明日、国の本部会議が

開催され、そこで判断が示されると伺っている

ところでございます。

このため県では、本日の夜にコロナ対策協議

会を開きまして、それから明日、市町村長との

会議を開きまして、それぞれ専門家や市町村か

ら御意見を伺った上で、国の本部会議で正式に

決定されましたら、終了後に県の本部会議を開

催いたしまして、そこで今後の本県での対策に

ついて決定するという段取りにしているところ

でございます。

第６波につきましては、依然として１日で200

名を超える新規感染者が発生しております。福

祉保健部としましては、引き続き必要な対策を

講じながら、第６波の沈静化に向けて全力を尽

くしてまいりますので、委員の皆様方には今後

とも御指導いただきますようよろしくお願いい

たします。

それでは、当委員会に御審議をお願いしてお

ります議案等につきまして、概要を御説明申し

令和４年３月３日(木)
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上げます。

お手元の委員会資料でございますけれども、

表紙をめくっていただきまして目次を御覧くだ

さい。

福祉保健部の議案は、予算議案の項目に上げ

ております令和３年度２月補正予算の３件のほ

か報告事項が１件、その他報告事項が１件の全

部で５件でございます。

補正予算の概要について御説明させていただ

きます。

１ページを御覧ください。

令和３年度福祉保健部２月補正予算案の概要

についてでございます。

表の中央でございますけれども、補正第19号

ほかの欄の一般会計の小計にありますとおり、

当部では、一般会計で小計の欄50億944万6,000

円の減額補正をお願いしております。

、これは執行残による減額をお願いするものと

増額分としましては、生活福祉資金貸付金の特

例貸付けの延長に伴う貸付金及び飲食店ガイド

ライン認証事業において認証店舗を再調査する

経費をお願いするものでございます。

これによりまして、表の一番右でございます

けれども、先日議決いただきました第20号の補

正と合わせました福祉保健部の２月補正後、最

終の予算額は一般会計で1,717億2,672万6,000円

となります。

次に、特別会計でありますけれども、国民健

康保険特別会計につきましては118億8,836

万2,000円の増額補正をお願いしております。こ

れは保険給付費の見込みに対しまして、実績が

増えたことによる増額等であります。

その下、母子父子寡婦福祉資金特別会計につ

きましては2,585万7,000円の増額補正をお願い

しております。これは令和２年度の繰越金の確

定に伴う増額補正であります。

この結果、福祉保健部全体の補正後の予算額

は、右の表の一番下の右の欄でございますけれ

ども、一般会計と特別会計を合わせまして2,984

億6,392万5,000円となります。各事業の具体的

な内容は、後ほど担当課長から御説明申し上げ

ます。

次に２ページを御覧ください。

繰越明許費補正、追加であります。表にあり

ますとおり、全部で12事業、合計で31億7,192

万5,000円の繰越しをお願いするものでございま

す。これらは、事業主体において事業が繰越し

となるものや、工法の検討等に日時を要したこ

とによるものなどでございます。

以上が、補正予算の概要であります。

目次にお戻りいただきまして、報告事項でご

ざいます。

損害賠償額を定めたことについて御説明申し

上げます。

それから、最後に、その他報告事項といたし

まして、新型コロナウイルス感染症における本

県の対応状況等について御報告させていただき

ます。

詳細につきましては、後ほど担当課長、担当

次長から御説明申し上げますので、よろしくお

願いいたします。

私から繰越明許費補正に○山下福祉保健課長

ついて内容を御説明いたします。

常任委員会資料の２ページを御覧ください。

繰越明許費補正、追加でございます。ただい

ま部長から説明がありましたが、福祉保健部の

、 、繰越明許費補正は 表にありますとおり12事業

合計31億7,192万5,000円の繰越しをお願いする

ものです。

主なものについて御説明いたします。

令和４年３月３日(木)
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まず、上から４番目、地域密着型サービス施

設等整備事業でありますが、これは新型コロナ

ウイルスの影響に伴い、資材の調達が遅れたこ

となどにより工事が遅れたものでございます。

次に、３つ下にあります、飲食店ガイドライ

ン認証事業でありますが、これは認証取得に必

要な資機材及び換気設備設置等の支援を引き続

き行うことができるよう繰越しして事業を実施

するものです。

次に、２つ下にあります新型コロナウイルス

検査促進事業であります。これは感染状況等に

応じて来年度当初から無料検査が行えるよう繰

り越して実施するものであります。

繰越明許費につきましては、以上でございま

す。

続きまして、福祉保健課の補正予算につきま

して御説明させていただきます。

令和３年度２月補正歳出予算説明資料の福祉

保健課のところ119ページを御覧ください。

福祉保健課の補正予算額は、左から２つ目の

補正額の欄にありますとおり７億37万6,000円の

増額補正であります。この結果、補正後の予算

額は、右から３つ目の補正後の額の欄にありま

すとおり386億7,203万2,000円となります。

それでは、主なものにつきまして御説明いた

します。

121ページを御覧ください。

中ほどの（事項）社会福祉事業指導費2,800

万7,000円の減額補正です。これは社会福祉施設

職員等退職手当共済法に基づき、社会福祉施設

等の職員を対象に退職手当を支給する福祉医療

機構に対して、県がその経費の一部を補助する

ものですが、国が示す基準単価等が確定したこ

とによるものであります。

122ページを御覧ください。

一番上の（事項）生活福祉資金貸付事業費８

億6,700万円の増額補正です。これは後ほど常任

委員会資料で御説明いたします。

次に、２つ下の（事項）生活困窮者支援事業

費939万9,000円の減額補正です。

主なものとしまして、説明欄の２、生活困窮

者等就労準備支援事業、212万1,000円、説明欄

の６、生活困窮者等の就労体験・就労訓練先開

拓事業、400万9,000円の減額補正ですが、これ

は新型コロナの影響により、事業の実施期間等

の変更により執行残が発生したものです。

123ページを御覧ください。

一番上の（事項）自殺対策費793万9,000円の

減額補正です。これは主に市町村に対する地域

自殺対策強化交付金のほか、人材育成研修等に

係る講師旅費、報償費等の執行残によるもので

す。

124ページを御覧ください。

一番上の 事項 福祉事務所活動費932万8,000（ ）

円の減額補正です。

主なものとしまして、説明欄の１、被保護世

帯調査費の898万円の減額補正です。これは各福

祉事務所の被保護世帯調査経費の執行残です。

126ページを御覧ください。

一番上の（事項）厚生統計調査費812万4,000

円の減額補正です。これは厚生行政に係る各種

統計調査等に要する経費につきまして、国庫委

託金が決定したことによるものです。

それでは、先ほどの生活福祉資金貸付事業費

につきまして御説明をいたします。

厚生常任委員会資料の３ページを御覧くださ

い。生活福祉資金貸付金事業です。

初めに、１の目的・背景ですが、新型コロナ

ウイルスの影響を受けて収入が減少した世帯を

支援するため、この特例貸付けにより一時的に

令和４年３月３日(木)
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必要な資金や日常生活維持に必要な資金を貸し

付けるものです。

２の事業概要としましては、中ほどの表にあ

りますとおり緊急小口資金及び総合支援資金の

特例貸付けを実施するものです。

なお、米印にありますとおり、申請受付期間

が令和４年３月末まで延長されたことに伴う国

からの追加配分の受入れを行うための補正でご

ざいます。

なお、特例貸付けの概要の表の下に決定の実

績がございますが、２月25日までの実績といた

しまして、貸付決定件数が２万件超、決定額が

約90億円となっておるところです。

３の事業費は８億6,700万円で、財源内訳は全

額国庫支出金となっております。

４の事業効果としましては、特例貸付けの実

施により、新型コロナによって影響を受けた世

帯を幅広く支援することができると考えており

ます。

続きまして、報告事項の御説明をさせていた

だきます。

報告事項、損害賠償額を定めたことにつきま

して、令和４年２月定例県議会提出報告書の別

紙１の４ページを御覧ください。

福祉保健部につきましては、上から３番目の

県有車両による交通事故１件でございます。

事故の概要でございますけれども 令和元年11、

月６日に都城保健所の職員が、信号機のありま

す小林市真方の路上におきまして、濵松盛一郎

氏が運転する車両が右折のため交差点内に停止

していたところに、後続していた県有車両が直

進し濵松氏の車両の後方左部分と県有車両の前

方右側部分とが衝突したものです。

事故の原因は、県職員が直進の際、前方の確

認を怠ったことによるものであり、過失割合は

県が100％です。

損害額につきましては、濵松氏の肩や側頭部

の打撲等の治療費、慰謝料及び車両の修理費

に203万3,877円を要したところでございます。

損害賠償額につきましては、全額、県の自賠

責及び任意保険から支払われております。

交通法令の遵守や交通安全の確保につきまし

ては、日頃から様々な機会を通じて職員に周知

徹底を図ってきているところでございます。し

、 、かしながら このような事故が発生してしまい

大変申し訳なく思っております。

また、このような事故が起きないよう、より

一層交通安全と法令遵守につきまして指導を徹

底してまいりたいと考えております。

指導監査・援護課○中澤指導監査・援護課長

分を御説明いたします。

歳出予算説明資料の指導監査・援護課のとこ

ろ127ページを御覧ください。

指導監査・援護課の補正予算額は、左の補正

額欄にありますとおり2,453万5,000円の減額補

正であります。

この結果、補正後の予算額は、右から３列目

の補正後の額の欄にありますとおり１億5,179

万2,000円となります。

それでは、主なものについて御説明いたしま

す。

129ページを御覧ください。

まず、中ほどの（事項）社会福祉事業指導費

ですが、628万4,000円の減額補正であります。

主なものは、説明欄２の社会福祉法人運営体

制強化事業、502万3,000円の減額補正で、これ

は複数の社会福祉法人が連携して行う地域貢献

の取組を支援する国の補助事業において、申請

額が当初の見込み額を下回ったことに伴い減額

するものであります。

令和４年３月３日(木)
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次に、一番下の（事項）戦傷病者・引揚者及

び遺族等援護費ですが、334万円の減額補正であ

ります。

次の130ページを御覧ください。

主なものとしては、説明欄６の特別給付金等

支給裁定事務費218万6,000円の減額補正であり

ます。

これは、戦没者の遺族等に対して支給されま

す特別給付金等の裁定事務に係る経費について

執行残等に伴い減額するものであります。

それでは、医療薬務課○牛ノ濱医療薬務課長

分を御説明いたします。

お手元の令和３年度２月補正、歳出予算説明

資料の医療薬務課のインデックスのところ、131

ページを御覧ください。

医療薬務課の補正予算額は、左の補正額の欄

にありますとおり７億7,858万8,000円の減額補

正であります。

この結果、補正後の予算額は、右から３列目

の補正後の額の欄にありますように42億8,252

万2,000円となっております。

それでは、以下、主なものについて御説明い

たします。

133ページを御覧ください。

一番下の（事項）看護師等確保対策費1,592

万4,000円の減額補正であります。

134ページを御覧ください。

主な内容は、説明の欄３の看護人材獲得支援

事業、834万4,000円の減額補正で、これは補助

対象の医療機関数が見込みを下回ったものでご

ざいます。

次に （事項）へき地医療対策費268万9,000円、

の減額補正であります。

主な内容は、１の自治医科大学運営費負担金

等498万円の減額補正で、これは自治医科大学卒

業医師の県外研修や会議等が中止となり、県外

出張旅費が見込みを下回ったものであります。

次に ２のへき地診療所整備事業 175万2,000、 、

円及び３のへき地診療所運営費補助金24 6

万7,000円の増額補正ですが、これは医療機器整

備に係る追加要望が国に採択されたこと、また

診療所運営費に係る補助単価が改正されたこと

により、補助金をそれぞれ増額するものであり

ます。

次の （事項）救急医療対策費１億7,086万6,000、

円の減額補正であります。

135ページを御覧ください。

主な内容は、３の医療施設スプリンクラー等

整備事業、１億5,916万4,000円の減額補正で、

医療機関からの申請額が見込みを下回ったもの

であります。

次の（事項）地域医療推進費3,555万円の減額

補正であります。

主な内容は、４の中山間地域の持続可能な医

療体制構築推進事業、2,711万1,000円の減額補

正で、医療機関等からの施設整備等の申請額が

見込みを下回ったものであります。

次に （事項）医師・看護師等育成・確保・活、

用基金積立金83万7,000円の増額補正で、主な内

容は、看護師等修学資金貸与者からの返還金を

基金に積み戻すものであります。

次に、一番下の（事項）地域医療介護総合確

保基金事業費５億812万円の減額補正でありま

す。

136ページを御覧ください。

主な内容は、まず、１の（１）の、地域医療

介護総合確保計画推進事業、３億3,743万7,000

円の減額補正で、これは病床の機能転換等を行

う医療機関を支援するものでありますが、その

申請件数が見込みを下回ったものであります。

令和４年３月３日(木)
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次に （12）の医師の働き方改革推進事、

業、6,000万7,000円の減額補正で、これは勤務

環境改善のため医療機関の設備整備等の支援を

行うものでありますが、その申請件数が見込み

を下回ったものであります。

次に （事項）薬事費335万6,000円の減額補正、

であります。

主な内容は ２の薬事監視指導費等229万3,000、

円で、旅費等の執行残であります。

137ページを御覧ください。

最後の（事項）公立大学法人宮崎県立看護大

学費4,769万2,000円の減額補正であります。

主な内容は、１の運営費交付金1,500万円の減

額補正で、看護大学の人件費について見込みを

下回ったことによるものであります。

次に、４の大学施設整備事業、3,000万円の減

額補正で、入札残等によりまして対象事業費が

見込みを下回ったことによるものであります。

国民健康保険課分を○野海国民健康保険課長

説明いたします。

お手元の令和３年度２月補正、歳出予算説明

資料の139ページを御覧ください。

国民健康保険課の補正予算額は、左から２つ

目の補正額の欄にありますとおり 一般会計が17、

億5,817万8,000円の減額補正、国民健康保険特

別会計が118億8,836万2,000円の増額補正、一番

上の段、一般会計と特別会計を合わせまして101

億3,018万4,000円の増額補正であります。

この結果、補正後の予算額は、右から３列目

の補正後の額の欄にありますとおり、一般会計

が277億7,268万9,000円、特別会計が1,264

億3,133万7,000円となり、一般会計と特別会計

を合わせました補正後の額は、一番上の段のと

おり1,542億402万6,000円となります。

以下、主なものについて御説明いたします。

141ページを御覧ください。

まず、一般会計についてであります。

中ほどの（事項）高齢者医療対策費につきま

しては、８億6,735万3,000円の減額補正であり

ます。

まず、説明欄１の後期高齢者医療財政安定化

基金事業は、広域連合において財源不足が生じ

た場合に資金の交付や貸付けを行う事業であり

ますが、広域連合からの申請がなかったため、

３億2,109万4,000円の減額補正を行うものであ

ります。

次に、３の後期高齢者医療給付費県費負担事

業は、後期高齢者医療給付費の12分の１を負担

するものでありますが、医療給付費の伸びが当

初見込みを下回ったことから ３億3,766万4,000、

円の減額補正を行うものであります。

142ページを御覧ください。

（ ） 、事項 国民健康保険助成費につきましては

５億8,856万2,000円の減額補正であります。

説明欄１の保険基盤安定事業は市町村が行う

保険税軽減などの経費について県が一定割合を

負担するものでありますが、当初の見込みを下

回ったことにより５億8,893万4,000円の減額補

正を行うものであります。

、（ ） 、次に 事項 特別会計繰出金につきましては

２億9,188万8,000円の減額補正であります。

説明欄１の都道府県繰入金は、国民健康保険

の保険給付費等の算定対象額の９％の額を県が

負担するものでありますが、当初の見込みを下

回ったことから１億6,596万6,000円の減額補正

を行うものであります。

一般会計につきましては、以上であります。

143ページを御覧ください。

国民健康保険特別会計についてであります。

最初の（事項）保険給付費等交付金につきま

令和４年３月３日(木)
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しては、43億6,333万円の増額補正であります。

まず、説明欄１の普通交付金の（１）現物給

付分は、市町村が保険医療機関等に支払った診

療報酬分に対して全額を交付するものでありま

すが、交付見込額が当初の見込みを上回る状況

となっているため、41億2,726万2,000円の増額

補正を行うものであります。

次に、２の特別交付金の（１）市町村向け国

特別調整交付金は、結核・精神疾患者の保険給

付費の状況や、へき地直営診療施設の運営経費

など、市町村の特別の事情に応じて国から交付

される特別調整交付金を当該市町村へ交付する

ものでありますが、交付見込額が当初の見込み

を上回ることから４億3,364万9,000円の増額補

正を行うものであります。

144ページを御覧ください。

（ ） 、中ほどの 事項 基金積立金につきましては

国民健康保険財政安定化基金に財政運営の安定

化を図るため、国からの交付金や繰越金等を積

み立てるものでありまして、52億5,654万2,000

円の増額補正を行うものであります。

145ページを御覧ください。

（事項）償還金及び還付加算金につきまして

は、国からの負担金や市町村からの納付金等に

ついて昨年度以前分を精算して返還するもので

ありまして、25億1,277万4,000円の増額補正を

行うものであります。

長寿介護課分を説明いた○福山長寿介護課長

します。

お手元の令和３年度２月補正、歳出予算説明

資料の長寿介護課のところ147ページを御覧くだ

さい。

長寿介護課の補正額は、左から２列目の補正

額の欄にありますとおり12億5,882万5,000円の

減額補正であります。

この結果、補正後の予算額は、右から３列目

の補正後の額の欄にありますように230億6,871

万1,000円となります。

それでは、主なものについて御説明いたしま

す。

150ページを御覧ください。

まず、中ほどの（事項）介護保険対策費４

億7,776万9,000円の減額補正であります。

、主なものは説明欄１の介護保険財政支援事業

４億7,233万8,000円の減額補正でありますが、

これは市町村が実施する介護保険事業に対する

県費負担金等で、市町村の介護給付費及び地域

支援事業費の所要見込額が減額になったこと、

また、市町村の予算に不足が生じた場合の財政

安定化基金からの貸付金が不用見込みとなった

ことなどによるものであります。

次に、その下の（事項）老人福祉施設整備等

事業費１億62万7,000円の減額補正であります。

次のページを御覧ください。

、 、まず 説明欄１の老人福祉施設整備等事業は

医療療養病床から介護施設に転換するための補

助事業について事業者から申請がなかったこと

などによるものであります。

また、２の介護施設等防災・減災対策強化事

業は、要望していた事業所が活用を辞退したこ

とや交付申請額が要望調査時よりも下回ったこ

とによるものであります。

次に、その下の（事項）地域医療介護総合確

保基金事業費６億6,266万2,000円の減額補正で

あります。

まず、説明欄１の基金積立金3,357万円の減額

補正であります。

この基金は、地域における医療及び介護の総

、 、合的な確保を図るため 国の交付金を活用して

医療・介護施設の整備や従事者確保に関する事

令和４年３月３日(木)
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業を行うもので、国からの配分額が県の予算額

を下回ったことに伴う補正であります。

次に 説明欄３の基金事業 ６億2,825万2,000、 、

、 、円の減額補正でありますが 主なものとしては

（２）の介護施設等整備事業５億7,660万6,000

円の減額補正であります。

この事業は、認知症高齢者グループホームな

どの施設整備や介護療養型医療施設から介護医

療院等への転換整備、開設準備経費等に対する

補助でありますが、新型コロナの感染拡大によ

り経営への影響を見極めるため、整備を翌年度

以降に見送ったことや設計に時間を要するなど

計画の遅れにより整備を翌年度に見送ったこと

などによる減額補正であります。

障がい福祉課の補正予○重盛障がい福祉課長

算を御説明いたします。

障がい福祉課のインデックスのところ、153ペ

ージをお願いします。

障がい福祉課の補正予算額は、左の補正額の

欄にありますとおり７億1,049万9,000円の減額

補正であります。

この結果、補正後の予算額は、右から３列目

の補正後の額の欄にありますように170億2,339

万1,000円となります。

以下、主なものについて御説明いたします。

155ページを御覧ください。

ページ中ほどにあります（事項）障がい者社

会参加推進費は404万5,000円の減額補正であり

ます。

主なものですが、２の人にやさしい福祉のま

ちづくり事業において、おもいやり駐車場制度

の路面シート追加作成において生じました入札

執行残を減額するものであります。

次の156ページを御覧ください。

中ほどの（事項）精神保健費713万4,000円の

減額補正であります。

主なものとして、２の精神保健管理事務費で

すが、精神保健福祉法に基づく医療費審査支払

手数料などの実績が当初の見込みを下回るため

減額をするものでございます。

続きまして、一番下の（事項）障がい者自立

推進費４億4,785万円の減額補正であります。

157ページを御覧ください。

減額の主なものとしましては、障害者総合支

援法において義務的経費とされております１の

介護給付・訓練等給付費、それから２の自立支

援医療費について、いずれも過去の実績の伸び

率などにより予算額を見込んでいたところです

が、本年度の実績に合わせまして減額を行うも

のでございます。

また、３の地域生活支援事業については、市

町村が行う日中一時支援や日常生活用具給付等

事業などに対する補助につきまして、対象経費

が見込みを上回ったたため、所要の増額をお願

いするものであります。

次の 事項 障がい者就労支援費1,679万6,000（ ）

円の減額補正であります。

主なものとして、１の委託訓練事業、これは

公共職業安定所からあっせんのあった障がい者

に対し、必要な訓練を企業等に委託して実施す

るものであり、２の訓練手当は、県外の障害者

職業能力開発校に通う方に対する手当でありま

すが、いずれも対象者が見込みよりも少なかっ

たことなどにより減額をするものであります。

次の 事項 障がい児支援費１億6,596万7,000（ ）

円の減額補正であります。

主なものとしまして、１の障がい児施設給付

費、これは児童福祉法において義務的経費とさ

れているものでありまして、先ほどの介護給付

・訓練等給付費などと同様に、本年度の実績に
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- 20 -

合わせ減額を行うものであります。

また、３の医療的ケア児等在宅支援体制構築

事業ですが、これは、医療的ケア児等を受け入

れる事業所への設備整備補助、今年度は４事業

所に補助しておりますが、その施設における対

象経費が限度額に達しなかったことによるもの

や、小児在宅医療促進のための研修が新型コロ

ナウイルス感染症拡大の影響により実施できな

かったことなどに伴う減額であります。

４の障がい児等福祉対策事業については、軽

度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業につい

て、市町村からの申請数が例年と比較し伸びて

いるため増額を行うものであります。

158ページを御覧ください。

一番下の（事項）こども療育センター費4,059

万4,000円の減額補正であります。

これは、県立こども療育センターにおける医

師・児童指導員などの会計年度職員の経費や運

営費の執行残などであります。

衛生管理課分を御説明い○壹岐衛生管理課長

たします。

お手元の令和３年度２月補正、歳出予算説明

資料の衛生管理課のところ159ページを御覧くだ

さい。

衛生管理課の補正予算額は、左から２列目の

補正額の欄にありますとおり２億4,012万8,000

円の増額補正であります。

この結果、補正後の予算額は、右から３列目

の補正後の額欄にありますとおり30億8,564

万7,000円となります。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

161ページを御覧ください。

まず 事項 動物管理費につきましては 646、（ ） 、

万円の減額補正であります。

主なものとしまして、説明欄２の動物保護管

理所等維持管理費でありますが、動物保護管理

所改修工事の設計委託経費等に執行残が生じた

ことにより302万7,000円を減額するものであり

ます。

162ページを御覧ください。

（事項）食肉衛生検査所費についてでありま

すが、2,860万円の減額補正であります。

主なものといたしまして、説明欄１の屠畜検

査業務運営費につきましては、食肉衛生検査所

における会計年度職員の人件費等に執行残が生

じたため、1,825万6,000円を減額するものであ

ります。

次に、説明欄２の食肉衛生検査所維持管理事

業につきましては、829万5,000円の減額補正を

しておりますが、検査所で使用する事務機器の

リース代や備品購入に係る入札等により執行残

が生じたことによるものでございます。

（ ） 、次の 事項 食品衛生監視費についてですが

３億195万5,000円の増額補正であります。

主なものといたしまして、説明欄５の飲食店

ガイドライン認証事業でございますが、後ほど

常任委員会資料で御説明いたします。

163ページを御覧ください。

中ほどの（事項）生活環境対策費についてで

すが、3,617万7,000円の減額補正であります。

主なものといたしまして、説明欄５の生活基

盤施設耐震化等交付金事業についてでございま

すが、市町村等に交付しております水道施設耐

震化事業補助金の国庫補助決定に伴いまし

て3,274万2,000円を減額するものであります。

それでは、飲食店ガイドライン認証事業につ

いて御説明いたしますので、常任委員会資料を

お願いいたします。

資料の４ページをお願いいたします。
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この事業は、１の目的・背景にありますよう

に、県が定めた55項目の認証基準に沿って感染

拡大防止を実施している飲食店を県が認証する

ことで、県民が安心して飲食店を利用できる環

境を整備するものであります。

２の事業概要ですが、認証基準を満たした飲

食店に対しまして認証書等を交付し、ホームペ

ージ等を活用して利用者に広く紹介するととも

に、認証店舗の再調査を実施することで感染防

止対策の質の担保を図ります。

２また、認証取得に必要なアクリル板、ＣＯ

濃度測定器などの資機材の支給、また換気設備

設置等について、引き続き支援を行ってまいり

ます。

３の事業費ですが補正額が３億1,277万2,000

円で、全額地方創生臨時交付金でございます。

４の事業効果として、飲食店の認証制度が普

及することにより、新型コロナ感染拡大の防止

と飲食店の安全・安心な利用が図られるものと

考えております。

なお、認証店舗数は下の表のとおりでござい

ますが、３月１日現在、4,828店舗となっており

ます。

審査の途中ですが、ここで委員○日髙委員長

の皆様にお諮りいたします。執行部の説明が続

、 、いておりますが 間もなく正午となりますので

残りの説明については午後１時10分からという

ことでよろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、委員会は午後１時10○日髙委員長

分に再開いたします。

暫時休憩いたします。

午前11時56分休憩

午後１時７分再開

委員会を再開いたします。○日髙委員長

休憩前に引き続き、議案の説明を求めます。

健康増進課分を御説明い○市成健康増進課長

たします。

お手元の２月補正歳出予算説明資料の健康増

進課のところ、165ページを御覧ください。

健康増進課の補正予算額は、左の補正額の欄

にありますとおり、２億4,539万4,000円の減額

補正であります。

この結果、補正後の予算額は、右から３列目

の補正後の額の欄にありますように 280億5,862、

万5,000円となります。

それでは、主なものについて御説明いたしま

す。167ページを御覧ください。

まず、中ほどの（事項）母子保健対策費5,496

万円の減額であります。

主なものですが、説明欄３の不妊治療費等助

成事業2,003万9,000円の増額でありますが、こ

れは、体外受精など特定不妊治療に対する費用

助成の拡充等に伴い、助成見込みが当初の予定

を上回ったことによるものであります。

説明欄５の安心してお産のできる体制推進事

業7,095万3,000円の減額でありますが、これは

県内の周産期母子医療センターに対する運営費

の補助について、国の内示額が県の予算額を下

回ったことによるものであります。

一番下の 事項 小児慢性特定疾病対策費3,001（ ）

万7,000円の減額であります。

主なものは、説明欄１の小児慢性特定疾病医

療費の小児慢性特定疾病に対する医療費の公費

負担見込額が当初の予定を下回ったことによる

ものであります。

168ページを御覧ください。

上から３番目の（事項）老人保健事業費4,855

万1,000円の減額であります。
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主なものは、説明欄２のがん医療均てん化推

進事業で、これはがん医療の中心的な役割を果

たす医療機関に対し、必要な医療機器及び施設

の整備を支援するものでありますが、施設整備

の支援対象がなかったことなどによるものであ

ります。

次の169ページを御覧ください。

上から３番目の（事項）原爆被爆者医療事業

費3,287万2,000円の減額であります。

、 、主なものは 説明欄１の原爆被爆者健康管理

各種手当の健康管理手当などの各種手当支給対

象者が減少したこと等によるものであります。

次に、その下の（事項）感染症等予防対策

費5,435万3,000円の減額であります。

主なものは、説明欄６の感染症指定医療機関

運営費及び施設・設備整備事業でありますが、

これは、県内にある感染症指定医療機関が感染

症発生に備え、常時空床を確保しておくための

経費ですが、新型コロナ感染症の発生により、

、そちらの補助事業を活用することとなったため

減額するものであります。

170ページを御覧ください。

上から１番目の（事項）新型コロナウイルス

緊急対策費1,606万2,000円の増額であります。

説明欄１のＰＣＲ検査体制等強化事業の7,000

万円の増額でありますが、第６波による想定を

上回る患者の発生により、医療機関が実施する

感染が疑われる患者へのＰＣＲ検査費用が見込

みを上回ったことによるものであります。

説明欄２の感染患者入院費公費負担医療

の3,021万円の増額でありますが、同じく第６波

による感染者の増加により、医療費の公費負担

が見込みを上回ったことによるものでございま

す。

説明欄３の妊産婦寄り添い支援事業の8,414

万8,000円の減額でありますが、不安を抱える分

娩前の妊婦で、希望する方を対象とする新型コ

ロナウイルス検査の見込み件数が、当初の予定

を下回ったこと等によるものであります。

上から２番目の 事項 肝炎総合対策費の4,535（ ）

万5,000円の減額であります。

主なものは、説明欄１の（１）肝炎治療費助

成事業の医療費の公費負担見込額が当初の予定

を下回ったことによるものでございます。

こども政策課でござい○柏田こども政策課長

ます。

同じく、歳出予算説明資料のこども政策課の

ところ、171ページを御覧ください。

同課の補正額は、左から２列目の欄ですが11

億6,169万9,000円の減額補正であります。

この結果、補正後の予算額は、右から３列目

の補正後の額のとおり、175億3,280万2,000円と

なります。

それでは、補正の内容につきまして、主なも

のを御説明いたします。

173ページを御覧ください。

まず、上から２つ目の（事項）施設職員対策

費2,994万1,000円の減額補正であります。

補正の主な内容は、説明欄の４、働きやすい

保育所等づくり緊急応援事業2,806万3,000円の

減額補正になります。

この事業は、保育補助者や保育支援者の雇い

、上げ費用を保育所等に補助する市町村に対して

その経費の一部を補助するものですが、市町村

の所要額が当初の見込みを下回ったことにより

減額となったものであります。

次に、一番下の（事項）少子化対策環境づく

り推進事業費４億540万2,000円の減額補正であ

ります。

次の174ページを御覧ください。
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補正の主な内容は、説明欄の１、認定こども

園施設整備交付金３億8,367万円の減額によるも

のであります。

この事業は、市町村に対して認定こども園等

の施設整備に要する費用の一部を補助するもの

ですが、単年度事業の予定の事業が２か年での

実施に変更となったほか、施設が事業計画を見

直したことなどにより、減額となったものであ

ります。

次に （事項）教育・保育給付費５億5,282万、

円の減額補正であります。

これは、主に子ども・子育て支援新制度に基

づき、市町村が認定こども園、幼稚園、保育所

等に支給する給付費のうち、県が負担するもの

でありますが、説明欄の１、施設型給付費及び

４、子育て支援施設等利用給付費において、入

所児童数等が見込みを下回ったことにより、減

額となったものであります。

説明欄の２、地域型保育給付費は、市町村が

小規模保育事業所等に支給する給付費のうち、

県が負担するものでありますが、市町村の所要

額が見込みを下回ったことにより減額となった

ものであります。

説明欄の３、精算確定による追加交付は、過

、年度分の県費負担金の額が確定したことに伴い

市町村に対し追加交付するものであります。

また、説明欄の５、幼児教育・保育の無償化

支援事業ですが、これは主に無償化の実施に伴

う市町村の事務費を補助するものであり、市町

村の所要額等が当初の見込みを下回ったことに

より減額となったものであります。

続きまして （事項）地域子ども・子育て支援、

事業費１億2,930万7,000円の減額補正でありま

す。

これは、市町村が地域の実情に応じ、市町村

子ども・子育て支援事業計画に従って実施する

事業を補助するものであり、主なものとして、

一時預かり事業、延長保育事業、病児保育事業

及び放課後児童クラブ事業において、市町村の

所要額等が当初の見込みを下回ったことにより

減額となったものであります。

175ページを御覧ください。

（事項）子育て支援対策臨時特例基金7,702

万9,000円の増額補正であります。

これは、国において、令和４年度から保険適

用が行われることとなった、不妊に悩む方への

特定治療支援事業において、制度の切替え時期

における経過措置として追加予算が組まれ、本

県でも拡充に要する予算を安心こども基金に積

み増すため、子育て支援対策臨時特例基金積立

金を計上したことにより増額となったものであ

ります。

続きまして （事項）私学振興費4,266万5,000、

円の減額補正であります。補正の主な内容は、

説明欄の１、私立幼稚園振興費補助金の（１）

一般補助事業の4,287万8,000円の減額補正であ

ります。

これは、私立幼稚園の経常的経費を補助する

ものですが、私立幼稚園の子ども・子育て支援

新制度への移行が進んだことに伴い、補助の対

象となる施設数が当初の見込みよりも減少した

ことによるものであります。

続きまして、下から２段目 （事項）教育支援、

体制整備事業費4,461万4,000円の減額補正であ

ります。

176ページを御覧ください。

補正の主な内容は、説明欄の１、幼児教育の

質の向上のための環境整備事業（通常分）であ

りますが、これは幼稚園における遊具や運動用

具などの整備に要する経費を補助するもので、
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国の内示額が当初の見込額を下回ったことによ

り、減額補正となったものであります。

こども家庭課分を御説○壱岐こども家庭課長

明いたします。

引き続き、歳出予算説明資料のこども家庭課

のところ、177ページを御覧ください。

今回、左から２列目の補正額の欄にあります

とおり、一般会計につきましては1,223万2,000

円の減額補正、母子父子寡婦福祉資金特別会計

、 、につきましては 2,585万7,000円の増額補正で

一般会計と特別会計を合わせまして1,3 6 2

万5,000円の増額補正をお願いしております。

この結果、補正後の予算額は、右から３列目

の補正後の額の欄にありますとおり、一般会計

が62億6,711万円、特別会計が３億586万2,000円

となり、一般会計と特別会計合わせました補正

後の額は、一番上の欄になりますが、65億7,297

万2,000円となります。

それでは、その内容につきまして主なものを

御説明いたします。

180ページを御覧ください。

上から２番目の（事項）児童措置費等対策費

１億8,663万7,000円の増額補正であります。

主な理由としましては、説明欄２の児童入所

施設等措置費でありますが、これは保護が必要

な児童の児童養護施設等への入所措置などに要

する経費であり、国の定める単価を基に積算し

た費用を施設等に支出しております。この単価

は 年度途中において改定され 年度当初に遡っ、 、

て適用されるため、これに伴い、同補正額の増

額をお願いするものであります。

181ページを御覧ください。

一番上の（事項）児童扶養手当支給事業費１

億8,000万円の減額補正であります。

理由としましては、児童扶養手当の受給人員

数が、申込みを下回ったこと等によるものであ

ります。

一般会計につきましては以上であります。

続きまして、183ページを御覧ください。

母子父子寡婦福祉資金特別会計であります。

事項 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費2,585（ ）

万7,000円の増額補正であります。

この理由は、前年度の決算剰余金が、翌年度

の歳入予算における繰越金となりますが、先の

９月定例県議会におきまして認定を受けました

令和２年度の決算剰余金の額が当初の見込額を

上回っていたことから、その差額について今年

度予算を増額補正するものであります。

執行部の説明が終了いたしまし○日髙委員長

た。あらかじめ委員の皆様にお願いします。後

ほど新型コロナウイルスの感染症に対する本県

の対応状況について、別途説明をいただくこと

、 、にもなっておりますので その点をお含みの上

質疑をお願いいたします。

詳しく説明をしてもらったんです○日高委員

が、基本的に２月補正は、国の内示が決まって

くる時期で、大体、減額補正が多いです。

説明のほかにコロナ以外で、この辺、少し見

込みが甘かったなというところがあれば自己申

告で挙手してもらって言っていただきたいと思

。 。 。います なければいいです 決算も完璧ですね

予算編成の基本的な考○重黒木福祉保健部長

、 、え方になりますけれども 歳出予算というのは

どうしても足りないといけないというのがあっ

、 、て 基本的には歳出については大きくというか

必要量をしっかり見込む。歳入については、な

るべく低めというか、固く見積もるというのが

予算編成の基本とされております。

そういった中で、歳出予算につきましては、

途中で不足して事業ができないということがな
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いように見込むものですから、２月補正につい

てはどうしても減額が大きくなってしまうこと

が通例となっております。

、 、いずれにしても しっかりと予算を見込んで

議会の議決を経ているわけですから、いただい

た予算はしっかり使うというのが原則なんです

けれども、どうしてもそういった事情がござい

ますので、そこは御理解いただきたいと思って

おります。

その上で、新型コロナ対策の予算がまだ見込

めないという事情がございます。どうしても、

３月末まで目いっぱい見込まないといけないと

いうのがありまして、そちらにつきましては、

場合によっては決算で相当数の減額というか、

剰余が出るというおそれもありますけれども、

そこも言わばコロナ対策という危機事象への対

応ということでございますので、あらかじめお

含みおきいただければ大変ありがたいと思って

おります。

コロナの予算については、当然そ○日高委員

ういう形になってこようかと思います。読めな

い部分も当然ありますので、不用額みたいな形

で上がってこざるを得ない。でも、普段やって

いる福祉保健部の事業については、あらかじめ

しっかりと予算を確保した分を執行できる。前

の年の調査とかしながら、団体との意見のすり

合わせだとか、そういうのをしっかりしながら

やってもらうのが一番だと思います。

２月補正でいつもこういう形で執行残が出て

くるものですから、決算のときにこういう質問

をするので、ここでするのもどうかと思ったん

ですけれども、質問させてもらいました。

聞きたいのは、125ページの保健所の人件費な

んですけれども、マイナス補正になっているん

ですよね。実際、今、保健所職員に限らないか

もしれないですけれども、コロナに関連してい

る職員について考えると、コロナが第１波から

ずっとあって今回の第６波まで、かなり残業が

増えていると思うんです。残業費というのは予

算としてどの辺に入ってくるのでしょうか。

時間外につきましては、○山下福祉保健課長

総務部に予算をお願いして、別途その分任を受

けて執行するという形になっております。この

予算には入っておりません。

ということは、基本的な予算は福○日高委員

、 、祉保健部 残業については人事課ということで

人件費が２つの課に分かれているということで

すか。

コロナの関係で残業等が○山下福祉保健課長

増えているのではないかということでおっ

しゃったと思うんですけれども、通常のある程

度の時間外については、例年の予算の中で対応

しているところでございます。しかし、今回の

コロナのような突発事象、例年の予算を超える

ような時間外等が発生する場合には、総務部に

別途お願いして予算を分任していただくという

形になっております。

これマイナス補正だったものです○日高委員

から、実際の人件費の総額がどのぐらいかかっ

、ているのかというのが分かりづらいんですけど

そうなってくると今、何割かの方が過労死ライ

ンに既にあるということも報道されたりしてい

て、当然、今までずっといろいろな業務があっ

て、検査とかしてきたりしていますよね。

それが、予算としてどの辺りに反映してくる

か非常に分かりづらいと思って、同じ保健所な

のに、基本的なところは福祉保健部の福祉保健

課で、それ以外の残業については人事課という

ことだと、どのくらい残業しているのかをどこ

でどう示して、分かりやすくしていけるかとい
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うのは、すごく気になっているんです。

保健所はもう相当厳しい状況だというのは、

いろいろなところで報道もされているので、そ

こを数字の上でどう拾い上げていけばいいのか

なと。

まず、保健所の勤務の全○山下福祉保健課長

体のお話をしますと、以前からお話しておりま

すとおりコロナで業務が増えております。

時間外等も実際、増えているところです。少

し時間外勤務の話から離れますけれども、業務

の増大に関しては、先ほどおっしゃった過労死

等の報道については、私も拝見しましたけれど

も、本県におきましては、そういう心配が起こ

らないように、例えば勤務時間帯の変更ですと

か、応援職員の派遣、それから委託です。これ

は、コロナ関係の委託ですと、検査等の委託の

予算もありますので、そういったところで外部

の人材を活用する等の対応を全体で図ってきて

いるところでございます。

人件費につきましては、給料等は、基本的に

前年の１月１日と当年の１月１日の実際の職員

の人件費を算出しておりまして、今後変動等が

あれば、適宜予算等をまた増減等していくこと

になってくる。当然、新年度になれば異動もご

ざいますので、必要な経費を改めて措置すると

いうことになってまいります。

当然、時間外の考え方につきましては、どこ

の部につきましても、一定程度の見込みで予算

を組ませていただくわけですけれども、実態に

応じて、その後必要額が出てまいりましたら、

新たに予算措置等を図っていく形になっており

ます。

そういう仕組み的なものは、今の○日高委員

説明で分かりました。

ただ、予算上それがどういうふうに出てくる

のか、あちこち照らし合わせないと分からない

というところが、県庁の縦割りの仕組みで非常

に分かりづらいです。

実際、過労死ラインの80時間を超える残業を

している職員は、たくさんいるんですか。

特にコロナに関して言い○山下福祉保健課長

ますと、やはり業務の繁閑といいますか、波が

ないときには通常の勤務でございまして、コロ

ナが来ますと、途端に非常に業務量が増えると

いうことで、先ほどの応援体制とか、あるいは

外部委託等で対応してきておるところでござい

ます。

確かに、コロナが発生している期間というの

は、ある程度の時間外が出てきている方はおり

ますけれども、おっしゃったように心身の健康

面が一番大事ですので、第６波でも何日かに１

回は交替で休めるようにするとか、そういう配

。慮しながらやってきておるところでございます

具体的にどれぐらいの職員が過労死ラインを

超えているのかというのは、今、手元に数字を

持ち合わせておりませんが、業務量としては増

えておりますけれども、心身の健康に配慮して

何とか対応できるようにしているところでござ

います。

コロナの感染状況の波が出てくる○日高委員

と、時間外の波も同じように出てくると思うん

です。

その波が来るのを予測して 例えばさっき言っ、

た応援職員だとか、委託をするとか、バランス

をしっかり取りながら、無理なく過労死のライ

ンを回避して調整しながら、宮崎県の保健所に

ついては、運営してきているということで理解

していいですか。

これまで、第５波までの○山下福祉保健課長

、 、反省等を生かしまして 第６波につきましては

令和４年３月３日(木)



- 27 -

特に他部局との応援体制について、応援の依頼

、 、を待つのではなくて プッシュ型ということで

ある一定程度の数なり、体制になったら、自動

、的に各部局からの応援が行くという形を取って

保健所に過度の負担が行かない取組をしており

ます。

私としましても 保健所での業務の負担によっ、

て、コロナが原因で心身に支障を来すといった

、ことが一番気がかりなところでございますので

そういったことがないように努めているところ

でございます。

今回の補正は、ほとんどが減額予○横田委員

算で、その理由が執行残とかが多いわけですけ

れども、その理由は先ほど部長の御答弁の中で

あったように まさにそういうことだろうと思っ、

て、よく理解はできるんですが、福祉保健部の

皆さん方は、今年度１年、コロナ対策で本当に

追いまくられて忙しい思いをされてきたと思う

んです。忙しかったゆえに、年度初めに計画し

た事業が全く執行できずに結果的に執行残と

なったと、そういった事業は全くなかったと理

解してよろしいんでしょうか。

先ほどコロナ以外の予算○山下福祉保健課長

の大枠の考え方は申し上げたとおりでございま

すけれども、１つ付け加えるとしますと、コロ

ナによって、例えば備品などで、半導体が入ら

ないので納品が遅れるとか、あるいは海外でつ

くっている設備がコロナの影響でなかなか入ら

ないといったような事情もありますし、最初は

、対面でやる予定にしていた会議といったものが

ほとんどリモートになってしまったということ

で、当初の会場使用料や旅費といったところが

落ちてきています。

あるいは、コロナ期間中にかかって、期間を

ずらして会議を実施することで回数が減ったり

するというのは、共通して出てきているかなと

思っております。

必要だからこそ、年度初めに事業○横田委員

化するんだろうと思うんです。それが、コロナ

で忙しかったからできなかったということでは

いけないなと思ったものですから。

今の課長の説明では、いろいろな物の供給が

間に合わなくて結果的にできなかったことは

あったけれども、事業そのものができなかった

。ということではないと理解してよろしいですか

基本的に、共通する理由○山下福祉保健課長

としてはそういうものもあろうかと思います。

もちろん、コロナというのがありますので、コ

ロナの自粛期間中に、どうしてもその期間中は

できないものとか、昨年度も少しありましたけ

れども、今年度は実施しないで先送りしたりと

いったものもあると思います。

そういったものは、もちろん予算を組む段階

で、可能な限り組まないとか、圧縮するという

ようなことはされてきているとは思います。け

れども、どうしてもコロナ期間中にできないも

の、あるいは、コロナを優先にしないといけな

いというものは、業務としてはあったかと思い

ます。

常任委員会資料の２ページ、新型○山内委員

コロナウイルス検査促進事業で、来年度も当初

から無料で検査が受けられるようにするという

御説明があったかと思うんですけれども、ＰＣ

Ｒ検査を無料で受けられる期間については、い

つまでという期限はあるんでしょうか。

本来であれば、まん延○有村感染症対策室長

防止等重点措置が終了する３月６日に終了でご

ざいます。しかしながら、現在この６日を延ば

すように 国と協議しておりますので 今月いっ、 、

ぱいは認めていただきたいと考えているところ
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でございます。

その無料の期間というのは、国と○山内委員

の協議が必要なものなのですか。少しその部分

が分からなくて、県が独自に判断して無料にで

きるものなのか、御説明願います。

当初、３月６日という○有村感染症対策室長

ことで申請しておりましたので、それを延ばす

といったような事務的手続と考えておりますの

で、見込みということであれば年度内は大丈夫

ではないかと考えているところでございます。

やっぱり感染が増えるほど無料検○山内委員

査を受けたいという方は増えていて、今も、６

日にはまん防が終了予定ということではありま

すけれども、下げ止まりの状態で本当に解除し

て大丈夫なのかという声も結構聞かれます。ぜ

ひ無料の検査の期間延長をお願いしたいと思い

ます。３月末までというお話もありましたけれ

ども、また状況に応じて柔軟に御対応いただけ

たらと思います。よろしくお願いいたします。

次に、常任委員会資料の４ページ、飲食店ガ

イドライン認証事業なんですけれども、この第

６波では、結局ワクチンパスポートを国も発動

しないということで、宮崎県としても認証を受

けているお店についても時短をお願いしますと

いう対応だったと思います。

各都道府県によって、認証店の対応には差が

、 、出ていて 認証店だったら営業を認めますとか

、認証店に対しては独自に県で上乗せして支援金

協力金なりをあげますという対応をされた都道

府県もあったかと思います。

宮崎県については、今後、認証店について、

また感染が増えた場合などは対応をどのように

御検討されるのかということをお伺いしてもよ

ろしいでしょうか。

認証店の取組状況ですけ○壹岐衛生管理課長

れども、今後どのような要請や、そういったも

のが出てくるかというのは不透明ではございま

すが、そういったときに幅広い飲食店の方が認

証を取得して、安全安心事業を図るという取組

を今後とも進めていく必要があると考えており

ますので、幅広く、この7,000店舗を目指して認

証店を広めていきたいということ。それによっ

て、最終的に安心して利用できるというところ

が出てくると思っております。

そうしたときに、今後取組として出てくるで

あろうそういう選択肢として、認証店がどのよ

うな取組として挙げられるか。そういった部分

も、認証店の数が広くなければ選択肢として出

てきませんので、一生懸命この事業に取り組ん

でいきたいと考えているところです。

その時短要請に応じないお店のお○山内委員

名前の公表なども最近あったかと思います。そ

の中には、すごく有名な、皆さんに人気のお店

も含まれていらっしゃったりして、やっぱりこ

れだけ感染防止に取り組んでいて、認証も取っ

ているのに、なぜ宮崎県は営業できないのかと

いう思いを抱いている飲食店さんも少なからず

あられるのかなと思っています。

とは言え、やっぱり感染を抑えないといけな

いという考え方も理解はできますけれども、一

律に今回の第６波の対応を前例踏襲で続けると

いうことではなくて、今回の対応をきちんと検

証されて、また次の波が来たときはどう対応す

るのかというようなことも検証した上でシミュ

レーションしていただくというか、いろいろな

選択肢を御用意いただけたらと思います。これ

はお願いです。

現在、この認証制度を受けてい○前屋敷委員

るお店が4,828件という、先ほどの御報告だった

んですけれども、これは飲食店全体からすると
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どの程度の割合になるんですか。もっと広げて

。いきたいということでの予算だと思うんですが

対象の店舗数としまして○壹岐衛生管理課長

は、客席を有する飲食店になりますので、対象

は約7,000店舗になっております。そうした関係

で、7,000分の4,800ということで、約７割が認

、証を取得されているという状況でございますが

残りの2,200店舗、そこもできるだけ広く認証を

取っていただくように、今回の予算をお願いし

ているところでございます。

この予算の中で再調査というの○前屋敷委員

もあるんですけれども、また改めて店舗を訪問

しながらチェックして指導されるということで

すか。

。○壹岐衛生管理課長 そのとおりでございます

123ページの福祉保健課の自殺対○前屋敷委員

策費の減額793万9,000円、この理由をもう一度

御説明いただきたいと思います。

具体的に申しますと、こ○山下福祉保健課長

の中には市町村が実施する事業に対する交付金

等もございますが、これは年度当初は全市町村

でやるという見込みでつくっているところです

けれども、実際の申請額との差の執行残ですと

か、あるいは先ほど一般的な話で申し上げまし

たけれども、この中に研修等も含まれているん

ですが、実際、それがオンラインになったりと

か、実施形態が変わって旅費等の執行残が生じ

、 、たり あるいは物によっては回数が減ったりと

コロナの影響もございますけれども、そういっ

たことによる執行残でございます。

、 、参考で申しますと 自殺対策につきましては

１月補正で国の事業を活用しまして別途予算を

組んで、今年度から来年度にかけて普及啓発等

の取組を実施していくこととしているところで

ございます。

やはり、この自殺対策は、本当○前屋敷委員

に今、力を入れていかなきゃならない部分なの

で、予算化されたものは有効に使っていただく

ことが必要だと思いました

続けて135ページの救急医療対策費で御説明も

あったんですけれども、スプリンクラー設置の

事業費ですが、これは申請がなかったのか、少

なかったという御説明でしたか。当初、予算は

何件分ということで見込んだはずでしたが、減

額の理由は何でしょうか。

当初予算で、一応10施○牛ノ濱医療薬務課長

設分ということで想定しておりました。

１つは、やはり医療機関でございますので、

コロナの影響で現場の第一線が少し混乱してい

たというのもあろうかと思っております。

ちなみに、消防法の改正等で、病院等にスプ

リンクラーを設置するということは、令和７年

の６月までとなっており、一定の猶予期間があ

ります。逆に言えば、それまでに整備を進めな

くてはいけないということになっております。

設置義務のある病院で言いますと、大体９割

以上が既に整備済みということでありますが、

残っているところに個別に整備を促すように働

きかけをしておりますが、来年度以降、やりた

いという意向も伺っておりますので、引き続き

促しながら進めていきたいと考えているところ

でございます。

引き続き、よろしくお願いした○前屋敷委員

いと思います。

それから、168ページの老人保健事業費のがん

医療均てん化推進事業で、医療機関への支援な

んですけれども、これは対象がなかったという

御説明だったんですが、もう少し詳しく教えて

ください。

このがん医療均てん化推○市成健康増進課長
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進事業については、大きく２つの事業がありま

して、１つが診断、治療機器の整備の助成、そ

してもう１つが、治療室等の整備の助成という

ものでございます。

今年度は治療室等の整備助成についての要望

がなかったということでございます。

分かりました。○前屋敷委員

181ページの児童扶養手当給付費ですけれど

も、ここの１億8,000万円です。昨年度も減額に

なったんですけれども、実質人数を教えてくだ

さい。

児童扶養手当給付費に○壱岐こども家庭課長

つきましては、不足が生じないように、過去の

実績から多かった年等を参考にして積算してお

りまして、毎年度、若干減少はさせておるんで

すけれども、増減を繰り返しているという状況

があります。また、社会情勢等によって急に増

えた年度もございますので、そういった形で多

めに、不足しないように予算化していたという

ところで、受給者数が減ったということではご

ざいません。

先ほどからお話も伺っています○前屋敷委員

けれども、予算は十分にということで予算組み

をするという基本の姿勢は大事だと思います。

ですから、コロナでいろいろな条件が関わっ

てできなかったということで執行残がかなり出

ているんですけれども、予算化されたものは、

十分活用ができるような、そういう方向で努力

していただきたいと思います。

山内委員の質問で、無料検査の手○日高委員

続きを国にしているということでしたが、これ

は知事の権限で無料検査を延長することはでき

ないんですか。

もちろん、当然、地方創生臨時交付金も来て

、 、いて コロナ予算というのもあるわけですから

まだ国から来た予算が残っていますよね。その

辺で、国の許可がないと無料ＰＣＲ検査はでき

ないということなんですか。

先ほど申し上げました○有村感染症対策室長

とおり、特措法担当大臣との協議という書類が

ございまして、それが３月６日までということ

で申請しております。それを３月31日へ変更す

るというだけのお話でございますので、事務的

な手続を済ませればできるものと考えておりま

す。

だから基本的にできるんです。臨○日高委員

時会を開いて、補正で県も見込み予算をかなり

つけたと思うんです。

、 、だから それは当然６日までの予定というか

６日までがまん防の期限だと、知事がそういう

発言をしたんだから、それは当然、ＢＡ．２が

入ってきたりとかすると、当然無料検査という

のは必要になってくるわけです。

だからもう、そこについては宮崎県として感

染拡大を避けるという意味でも、当然そういっ

たことは知事の責任においてやるべきだと。文

書手続だけでしょう、特措法に基づいて、早く

延長を決めればいいんです。

大きな枠組みだけ申し○重黒木福祉保健部長

上げますと、無料の検査につきましては、新型

インフルエンザ等対策特別措置法に基づきまし

て、知事が感染拡大期にあるということをまず

認識して、県民に対して無料検査が必要だとい

う判断をするというのが前提になります。その

判断をもって、無料検査ができると。

判断に当たっては、その無料検査の財源は全

額国費となっております。予算上は組んでおり

ますけれども、実際は国からの交付決定なりが

必要になってきますので、国と本県が感染拡大

期にあるというところについてしっかりと調整
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した上で無料検査を行う。

そういう調整をしながらやっているというと

ころでございまして、書類上のやり取りをする

というのも当然なんですけれども、前提として

は感染拡大期にあるかどうかについて、国と県

が認識を一致させるというのが前提になってお

りますので、当然ながら今後、感染がさらに拡

、 、大していく あるいは今の状況が続いていけば

感染拡大期にあるという前提になりますので、

、無料検査は続いていくものと思いますけれども

一旦落ち着いた後どうなるかについては、また

改めて国とそういった部分で協議が必要という

ことになろうかと思います。

どっちに主導権があるのかという○日高委員

のは、何かあやふやな部分があるのは確かな話

かなと。でも今回、福祉保健部の予算で繰越明

許補正ということで追加の議案が出ているんで

す。ということは、我々にはそういう形を取り

たいという、当然意志があるからこそ、議案と

して出していると思うんで、これは積極的にそ

ういう形を取るべきだと思うんです。

、○有村感染症対策室長 委員おっしゃるとおり

この事業としては推進する必要がございますの

で、国と協議を済ませて、安心して３月31日ま

でできるように取り組んでまいります。

今の関連で確認なんですが、今、○山内委員

県内で薬局なども含めて50か所以上で無料検査

ができる状態になっていると思います。感染が

落ち着いて、無料ではなくなった場合は、幾ら

で、何か所ぐらいで検査できるというような状

況になるんでしょうか。

今後に関しましては、○有村感染症対策室長

無料がなくなれば、当然、キットは有料になっ

てまいりますので、無料というわけにはまいら

ないと考えております。

不勉強ですみません。県のＰＣＲ○山内委員

検査センターが、県の事業で1,900円で安価で受

けられるという取組があったかと思うんですけ

れども、それはその無料期間が終わった後は生

きているんでしょうか。それとも、部が少し違

うかもしれないんですけれども、もうそれは期

。限が終わってしまっているのかという確認です

あと、薬局なども今、無料で受けられると思

うんですけれども、そういったところは今後ど

、 。 、ういう対応 態勢になるのか 今後というのは

無料期間が終わった後、どうなるのかという確

認です。

ＰＣＲ検査の無料検査○有村感染症対策室長

場を今、開設しておりますけれども、こちらに

ついては無料の期間が終われば、以前と同じ

く1,900円で実費が必要ということになります。

あとは、薬局で抗原検査キットを提供できる

ようになっておりますけれども、こちらについ

ては、やはりキット代は薬局にお支払いしてい

ただくといったようなスキームになってまいり

ます。

その1,900円という安価で受けられ○山内委員

るという事業が、何か以前、伺ったときは１月

でもう終わるかもみたいな、コロナがすごい落

ち着いていた状態のときの昨年末ぐらいに伺っ

たお話なので、その後、変わっているかもしれ

ないんですけれども、その1,900円で受けられる

という県の事業自体は。部が違うかもしれない

んですけれども

令和４年度の予算が認○有村感染症対策室長

められれば、継続できると考えております。

資料の３ページ、生活福祉資○坂本副委員長

金貸付金事業、令和４年３月末まで延長された

ことに伴う、追加配分の事業と理解しています

が、事業費の８億6,700万円は何件ぐらいの貸付
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けを見込んでの数字かを教えてください。

、○山下福祉保健課長 これまでも生活福祉資金

数次の補正をお願いしてまいったところですけ

れども、今回もこれまでの件数というか、これ

までの申請件数、申請実績の金額の、今後想像

される最大のところで組ませていただいている

というところがございます。

それと、11月補正まで組ませていただいたと

ころの実際の実績と、そこの差引きといいます

か、そういうような形で措置させていただいて

いるという形になっております。

ありがとうございます。１月○坂本副委員長

の臨時議会のときに、一度少し確認をさせても

らって、１月14日時点で、貸付け件数が２万203

件で、２月25日ですから、約１か月少し、40日

ぐらいですか、増えているのが400件ぐらい。１

月のときには、コロナの影響それから年を越し

たばかりで、これからまだ貸付けが増えていく

のではないかという見込みをさせていただいた

と思うんですけれども、それに比べると、あま

り貸付け件数が増えていないようなんですが、

。その事情をどのように考えていらっしゃるのか

例えば、悪く言うと、少し貸し渋り的な、何

か窓口が厳しくなっているんじゃないかという

声も少し聞いたものですから、真意は分かりま

せんけれども、去年より少し貸付け件数が減っ

ている状況についてどのように考えていらっ

しゃるのか教えてください。

確かに、１月等の貸付け○山下福祉保健課長

件数は前より落ちているんですけれども、要件

等は変わっておりません。

生活資金等についても、できるだけ速やかに

貸付けを決定するということで変わっておりま

せんので その辺の対応は変わっているとは思っ、

ておりませんけれども、緊急小口資金につきま

、 、しては 基本的に１回というのがありますので

緊急小口資金を新しく借りる方の数等が減って

きているのかなというのはあります。

あと、以前は国のほうで貸付総合支援資金の

再貸付けみたいな制度があった時期もあったん

ですけれども、現在、そういうのがなくなって

きておりますので、そういった意味でも減って

きているのかなと思っております。副委員長が

おっしゃったような、これで減っているという

理由が明確にあるわけではございません。今回

また、２月でコロナも非常に厳しい状況であり

ますので、今後も少し厳しい、貸付け件数も伸

びるという可能性も十分ありますので、ここは

しっかり、予算を組ませていただきたいと思っ

ているところでございます。

私の見立てですけれども、こ○坂本副委員長

の間、18歳未満の子供への10万円支給というの

もあったりして、そういう面で少しお金が入っ

たという事情もあるのかなとは想像するんです

けれども、そうなると、それはそれでまた問題

でありますので、窓口の社会福祉協議会で借り

に来られる方のいろいろな数字に出てこない事

情というのを聞き取りなさったと思うんですけ

れども、そういったものをしっかり分析してい

ただきたいと思いますし、また機会があれば、

ぜひ資料をいただければと思っています。

以前、宮崎県社会福祉協○山下福祉保健課長

議会で、求められた状況等ございます。少しま

だ、直近の状況は聞けておりませんけれども、

また機会を見つけて状況の調査等も行いたいと

思っておりますし、２月の末に、これ今、３月

までの延長分ということですけれども、さらに

延長されるという話もありますので、またその

状況を見ながら、御報告させていただければと

思っております。
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ほかに質疑はございませんか。○日髙委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上で議案等の審査○日髙委員長

を終了いたします。

次に、その他報告事項等について説明を求め

ます。

そ○和田福祉保健部次長（保健・医療担当）

れでは、新型コロナウイルス感染症における本

県の対応状況等についてでございます。

別冊資料を御覧ください。

まず、１ページの上段が、第５波と今回の第

６波の日ごとに確認された新規感染者数のグラ

フとなっています。感染者数が、第５波と比べ

ても圧倒的に多いことが分かると思います。

下段のカレンダーで、前の週との増減が比較

できるようになっておりますけれども、昨日の

数が310人未満ということで、この後正確な数が

公表されることになるんですが、310人未満とい

うことになっています。先週が天皇誕生日で祝

日だったということで、その数を比べると相当

な増になると思います。

それから、週ごとの感染者の数を見ていただ

いても、先週が1,516人、その前が1,532人なの

で、少し下げ止まりの状況になっているのは間

違いないのではないかと思っております。

２ページを御覧ください。

上段で、１週間にならすという意味で、直近

１週間の人口10万人当たりの新規感染者数のグ

ラフになっておりますけれども、第５波は最大

で79.0人でしたが、今回のピークが248.0人と

なっており、ピークは越えて下がってきており

ますけれども、最近の傾向では下げ止まりの状

況になっていると思います。

恐らく、昨日の310人未満で、昨日の時点で人

口10万人当たりを推計すると、恐らく151人ぐら

いだろうと思いますので、昨日の時点で１月21

日にまん延防止等重点措置を適用したときの人

口10万人当たりと同じ数になるだろうと予測し

ております。

下の方が、医療圏ごとに見ておりますけれど

も、やはり濃い青の都城・北諸県圏域が最初に

立ちあがって下りてきています。最近を見てい

ただくと この都城・北諸県圏域も右上に上がっ、

ている状況がありますので、今後の推移に注意

が必要かと思っています。

それから、普通の青が延岡・西臼杵圏域です

、 、けれども こちらも１回立ち上がって下がって

また少し上がって、また今下りているような状

況で、医療圏域ごとに上下を繰り返しておりま

す。

ということで、本当に落ち着いている感じが

、 、するのが 小林・えびの・西諸県圏域ぐらいで

少し下にあります西都・児湯圏域と日向・東臼

杵圏域も少しグラフが上向きになっております

ので、この辺も都城・北諸県圏域と併せて注意

。して見ていかないといけないと考えております

３ページの上段は、九州各県の直近１週間の

人口10万人当たりの新規感染者数と、まん延防

止等重点措置を適用した日、それから、沖縄県

と大分県については既に解除しておりますけれ

ども、解除したときの人口10万人当たりの数が

どれぐらいかが分かるようになっております。

これを見ても、本当に下がっていっているよ

うに見えるのは福岡県と熊本県で、佐賀県も少

しいい感じがしますけれど、沖縄県はもう上が

り調子。それから、大分県、鹿児島県、長崎県

はほとんど平行といいますか少し右上に向いて

いる気がしますので、このまま下がっていくか

どうか、少し経過を見ないと分からないと思い

ます。宮崎県は横ばいというのが正確なところ
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かと思います。

下段は、今回の第６波におけるクラスターの

発生状況です。昨日までで169件ありますが、そ

のうちの78件が学校・教育施設等になってい

て、33件が高齢者施設になっています。ここで

クラスターが多く発生していますので、なかな

か感染が減らない状況です。

特に、学校・教育施設等だと、必ず家庭に持

ち帰られるということが起こりますので、なか

なか減っていかないと思っています。

４ページの上段が、年代別に人口10万人当た

。りでどのようになっているかというところです

先ほどのクラスターの発生件数にあるように、

最初、20代の方々だったんですが、今、一番多

いというか、人口10万人当たりで行きますと10

歳未満のところが全然減らない状況になってい

ます。恐らくここが減らなければ、その親の世

代の30代、40代あたりも家庭内で感染しますの

で、なかなか減っていかないと思っています。

あと、茶色の90代の方々ですが、一度、２月

８日頃にピークがあって下がっていくかなと

思ったんですけれども、また再び同じようなピ

ークが２月26日頃に来ていますので、これは高

齢者施設でのクラスターの発生を反映している

と思っています。

大体の年代が横ばいの状況です。このグラフ

で見ると、10代が下降傾向にあるので、10代、

小学生、中学生、あと高校生あたりが減ってい

くのはいい傾向かなと見ていますけれども、こ

れも経過を見ないといけないと思います。

下段のほうが、入院患者数と病床占有率で

す。110人程度で推移していて、多いときで42.4

％を占めていましたけれど、安定的にこのよう

な数字になっていて大体110人、40％というのが

今の数字ではないかと思っています。

５ページの上段が今までの数字を表にしたも

のでございます。病床はこのようになっていま

す。幸いなことに重傷者はいらっしゃらないと

いうことになります。

それから、療養者数については、人口10万人

当たり175.6人ということになっています。

ＰＣＲ検査の陽性率が15％程度、それから新

規の報告者数は、これは人口10万人当たりの数

になりますが137.7人。感染経路については、約

。４割がよく分からないという形になっています

下段からは、ワクチン接種の状況です。追加

接種と小児の接種についてのスケジュールをこ

こに記載しております。既に始まっております

けれども、高齢者とその他ということで、米印

の２にありますとおり、７か月間隔というとこ

ろは、準備ができれば６か月に短縮できるとい

うスケジュールで行きますので、基本的に接種

券が届けば接種できることになります。それか

ら、小児のワクチン接種は今月から開始される

ことになります。

次の６ページでございますけれども、一番上

の表ですが、２回目の接種については、12歳以

上の人口に対して86.6％の方が既に終わられて

いるという状況です。その方々に対する追加接

種のワクチンの配分量ですけれども、ファイザ

ー製がかなり入ってきております。以前は武田

モデルナ社製のほうが多かったのですが、今は

ファイザー製が多くなっているという状況に

なっています。

それから、配分量としては追加接種対象者

の1.2倍は入ってきていますので、十分な量をい

ただいているということになります。

それから、３回目接種の３月１日までの状況

ですけれども、２回目接種が完了した18歳以上

に対しての接種率は約30.5％、高齢者だけを見
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ますと55.1％と半分を超えている状況になって

おります。

下段は、市町村別の接種率を出しております

けれども、例えば18歳以上全体で見ると、県の

平均30.5％に対して、一番進んでいるところは

諸塚村の61.6％になり、少ないところは西都市

と国富町の20.8％になります。高齢者だけに限

りますと、県の平均の54.5％に対して、一番進

んでいるところは西米良村の90.9％、少ないと

ころが西都市の31.9％という状況になっており

ます。

７ページの上段を御覧ください。

これは実際にどのように接種率が変わってき

ているかを表しております。青の実線が全体に

なりますが、１月の最初の頃は少し少なかった

のですが、２月28日で29.3％となっています。

特に、高齢者につきましては、２月に入って一

般の方、全体を急激に追い越して52.8％まで上

がり、先ほど申し上げましたとおり、55.1％ま

で来ているという状況になっております。

、この追加接種を推進するための取組としては

市町村にはとにかく接種券を早く発行していた

だき、集団接種の開設回数を増やしていただき

たいということでお願いしております。それか

ら、１日当たりの接種枠も増やしていただきた

いということでお願いしているところでありま

す。

、 、県としましては 下に書いてありますように

追加接種センターを開設して、高齢者施設の利

用者や従事者、教職員、保育士、警察官等につ

いて優先枠を設けておりまして、これらの方々

については接種券なしでも対応しております。

あとは、医療機関への財政支援や、県が公募

しました医療従事者等を市町村に紹介するとい

う形で、職域接種を支援することになっており

ます。

最後の８ページを御覧ください。

今まさに始まりだした５歳から11歳の小児の

接種ですが、市町村において順次開始されるこ

とになりますけれども、ワクチンはファイザー

社製ワクチンの小児用ということで、ここに書

いてありますように12歳以上で使用しているワ

クチンの３分の１の量を使っているということ

になります。接種間隔等については、３週間間

隔で２回ということで、大人と同じになるかと

思います。

ワクチンの配分量につきましては、５月まで

に８割分が入ってくる計画です。

特に問題になるのは、下に書いてありますと

おりですが、ある程度年齢が高い方は小児科以

外の医師でも対応できるということであります

けれども、幼齢の方については小児科医に対応

していただく必要があります。したがって、市

町村においては小児科の医療機関がないところ

もございますことから、それぞれ年齢の区分は

ございますが、協力していただける53医療機関

で、どちらの市町村の方であっても接種できる

ような広域体制を取っているところでございま

す。

執行部の説明が終了いたしまし○日髙委員長

た。その他報告事項につきまして、質疑はござ

いませんか。

８ページの小児への接種という点○山内委員

で、知事への要望などをお母さんたちがされて

いると思うんですけれども、子供への接種とい

うことについて慎重な考え方を持っていらっ

しゃったりとか、情報発信の仕方にすごく敏感

に捉える方々もいらっしゃるということを念頭

に置いた上で、丁寧な情報発信を引き続きお願

いしたいと思います。
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あと、８ページの下の広域的接種体制につい

てなんですけれども、確かに小児科がない市町

、 、村もあるということに今 初めて気づいたのと

それと同時に、例えば貧困家庭だったりすると

接種会場までの移動が難しいといったこともあ

るのではないかと思ったところです。そういう

移動の支援とか、接種できる病院が近くにない

方への支援、サポート、相談体制みたいなもの

はあるのでしょうか。

具体的に小児に対する○牛ノ濱医療薬務課長

支援というのは、今のところ市町村が設定して

いるものはございません。

ただ、高齢者に対しては、タクシー券を出し

たりというところがございましたので、いただ

いた御意見については、できればそういった小

児への支援体制を取っていただきたいというこ

とで、市町村にフィードバックさせていただき

たいと思っております。

もう１点、基本的には広域接種体制を含むの

ですけれども、市町村においても集団接種でで

きるところはきちっとやっていただいた上で、

継続的な集団接種の実施が難しいというところ

がございますので、個別医療機関における広域

的なワクチン接種については、どこでもワクチ

ン接種を受けられるというバックアップ体制を

取っているということで御理解いただきたいと

思います。

今日の感染者が310人程度というこ○日高委員

とでしたが、先週と比べると倍近く増えていま

す。これが何を意味するのかというのは、非常

に分かりづらい。たまたま今日だけなのか、本

当に読みづらいんです。

ただ、急激に増えるとなると、ＢＡ．２型が

宮崎県にも入ってきているのではないかと考え

てしてしまいます。オミクロンのＢＡ．２につ

いての状況はどうでしょうか。

先週の162人というの○有村感染症対策室長

は、休みでしたので、医療機関が閉じていたと

いうところが大きいと推測します。

しかしながら、昨日の感染者が310人未満で、

現在、数字を確定しているところでございます

けれども、先ほど次長の説明にもありましたよ

うに、高齢者施設、それから保育園等で、クラ

スターが発生しておりまして、それに引き続き

疫学調査等で感染者、陽性者が確認されてきて

いるといったことが背景にあります。

それから、オミクロンのＢＡ．２が蔓延して

いるのではないかという委員の御指摘でござい

ますが、現在、県の衛生環境研究所におきまし

て、全ゲノム解析を実施しております。先週も

、 ．実施しておりますけれども 今のところはＢＡ

１だけが確認されております。また、今週もゲ

ノム解析を実施しておりますので、仮に市中感

染なりで確認された場合には公表したいと考え

ております。

よそでは、検疫所とか、それから首都圏では

市中感染が既に確認されておりますので、県と

いたしましてもこのＢＡ．２に対しては非常に

注目して監視しているところでございます。

宮崎県では現在確認されていない○日高委員

ということですね。

６日にまん防が解除になる予定です。予定と

いうか、間違いなくそうなります。７日から解

除になるわけですから、あと３日ぐらいですよ

ね。そのタイミングで新型株が入ってきたとな

ると、非常にタイミングが悪いんです。感染力

が高いという話もありますし、非常に難しい決

断になってくると思うんです。

では、ここをどう乗り切るかというところが

重要で、今後、ＢＡ．２対策をしっかりやって
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。おかないといけないという部分がありますよね

ＢＡ．２も抑えながら、一方でジモ・ミヤ・タ

ビキャンペーンも当然始まるという話です。

、 、そうなってくると 福祉保健部側から見ると

知事はアクセルを踏むとこの間言っていました

けれども、ＢＡ．２が入ってきて感染が増えて

くるというということにならないのか。福祉保

健部としては、６日以降どうしていきますか。

． 、 ．○有村感染症対策室長 ＢＡ ２系統は ＢＡ

１に比べて、世代時間が15％ほど早いと言われ

ておりますので、委員御指摘のとおり感染力が

その部分では強いと思われます。

ただ、重症度の比較については、動物実験で

は病原性が高いという可能性が示唆されており

ますけれども、入院リスクとか人で言う重症化

リスクに関しましては差が見られるというよう

な報告が一部にはあるようでございます。

したがいまして、ＢＡ．２に関しましては、

引き続き監視を強力に行わなければならないと

考えております。

ただ、これまでもアルファ株それからデルタ

株、オミクロン株のＢＡ．１というふうに、感

染力が高くなってきておりまして、その都度対

応をしてきております。ＢＡ．２といえども、

ＣＯＶＩＤ─19には変わりございませんので、

感染症の基本的な感染防御については一緒だと

思います。したがって、例えばこれまで以上に

密着させてマスクをしていただくとか そういっ、

た工夫が必要だと思っております。

アルファ、デルタと比べて、オミ○日高委員

クロンは今までと特徴が違う。だから、前は本

当に限りなくゼロにならない限り、まん防の解

除はあり得なかったわけです。

別冊資料の１ページにあるように、オミクロ

ンのほうが高いレベルで感染者が出ているんで

す。でも結局、感染者が200人台の状況でまん防

解除になる。

そうしたらこれ、別物と思ったらだめなんで

すか。結局、リスクレベルをどこで取るかだと

思うんです。

今までは、例えば25人以上だったら赤圏域と

、 、か 15人だったら黄色圏域とかありますけれど

同じコロナウイルスだからそれを継続してやっ

ていくのか、その点にすごく興味があるんです

けれども、そこら辺の福祉保健部としての考え

方を聞きたいと思います。

こ○和田福祉保健部次長（保健・医療担当）

れは非常に難しくて、県だけで考えられるのか

という問題があります。国が全ての知見を合わ

せていただいて、何らかの考え方を示していた

だかないと、県独自で対応するのは難しいと思

います。

今のところ、人口10万人当たりを見ると、九

州の中では宮崎県が一番少ないのですが、沖縄

県では、最近また毎日1,000人近くの陽性者が出

ています。それを考えると、今後、これをどう

いうふうに扱っていくのかというのは非常に難

しい問題だと思います。

例えば、我々のところも沖縄県みたいに毎

日1,000人出るのを許容していくのか、その辺を

どうしていったらいいのかというのは、今のと

ころ、多分誰にも分からないし、国でも結論が

出ないので、今の状態が続いているのではない

のかと見ているところです。

そういう中で、知事が国にまん延○日高委員

防止等重点措置の解除を求めたということです

が、それは例えば感染者数が減っているとか、

病床占有率が40％を下回っているからとか、総

合的に判断して６日以降はまん防は解除してほ

しいということを国に上げているんです。とい
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うことは決断しているんです。

だから、決断した時のレベルというのが１つ

の目安になるのかなと。例えば、１日当たりの

新規感染者数が200人程度とか、病床占有率は40

％以下に下がっているとかです。レベル５から

１までありましたよね。それでレベル２になれ

ばある程度緩和の方向になるのか。ただ、この

まま行くとずっと赤圏域とかオレンジ圏域を脱

しないわけです。それこそ、経済対策なんて打

てないわけです。今のところは、オレンジ圏域

が外れないとジモ・ミヤ・タビキャンペーンは

できないじゃないですか。

だから、リスクレベルをどの辺に置いて、経

済を回していくのか。そこの判断というのは、

、 、 、福祉保健部が赤圏域 オレンジ圏域 黄色圏域

最後は緑でしたね。今後、どういう形で行くの

か分かる範囲で、まん防の解除後はオミクロン

株に対してこういう形で考えていますというの

が大体分かれば教えてもらいたいと思います。

我○和田福祉保健部次長（保健・医療担当）

々もそこは非常に苦労しているところで 人口10、

万人単位の数について、以前警報のレベルを組

み立てた数とオミクロンになったときの数が全

く合わないなというのは承知しております。

それを今すぐに組み替えられるかどうかとい

うのは、難しいところなんですけれども、先を

見ながら組み替えていかないといけないんだろ

うなと思っています。

福祉保健部サイドからすると、感染者数が多

いというのは、いろいろな意味でどうしても高

齢者施設とかに入っていったり 学校とかでずっ、

と回っていったりすることは間違いないので、

そこにどういう対応をしていきながら、何人ぐ

、らいだったら対応できるんだろうかというのが

なかなか結論が出ないところなんです。

先週も感染者が大体230人ぐらいで、一時期

の300人とか400人と比べると大変な時期を脱し

たかなと思いますけれど、200人が毎日続くと、

もう仕事に際限がなく終わりがない。先が全然

見えないので、保健所等を含めてなかなかつら

い状況だと思っているんです。

ただ、だからといってゼロになるのを期待す

るというのは恐らく無理だろうと思っています

ので、どの辺で折り合いをつけてバランスを取

るかというのは非常に難しい議論かなと思って

います。

多分、今日か明日にでも、当局に○日高委員

おいて専門家会議が開かれると思うんです。と

ころが、６日解除になれば、７日からもう会食

のルールは一卓４人で２時間以内という自粛か

ら大きく開放されるみたいになってくる。

部長がずっと懸念されている福祉施設とか高

。 、齢者の施設はクラスターが多いんです しかし

肝はやっぱり飲食店から出ているからそこを抑

えてきているから、宮崎県はこれぐらいの感染

者で収まっている。

でも、その肝のところは解除になれば開かれ

るわけです。６日で解除になれば、そこの時点

で何らかの方針というのは出さないといけない

のではないですか。７日からがらっと生活様式

が変わってしまう。

そこを、今日明日で、どういう形になってい

くか。例えば７日からジモ・ミヤキャンペーン

。を始めようかという話にもなるかもしれません

だから、例えばさっき言ったように赤圏域と

かオレンジ圏域とか、県が柔軟に決めていくと

思うんですけれども、ＢＡ．２が出てくると厳

しい部分もあります。

こうやって好き勝手言ってますが、大変だと

思うんです。
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次に向かって、宮崎県としてどっちのほうに

かじを切るかという判断に迫られています。そ

こを、今日、明日中にはこういう形だというの

を出さざるを得ないというところで、来週の頭

ぐらいには、完全にそういう状況が決まってく

るじゃないですか。そこをどう考えるかって非

常に難しいです。

ま○和田福祉保健部次長（保健・医療担当）

ん延防止等重点措置については、延長がないだ

ろうという前提の下で、今日、明日にかけて、

今後どうやったら感染が防げるかということを

確認していくことになるんですけれども、本当

にこれは福祉保健部だけの問題ではないので、

県庁全体としてどのようにやっていくか。いろ

いろな意見が県庁内でもあるんだろうなと思っ

ています。

でも、その中でも、どのような状況にあって

も、何とか感染が拡大しないような方向で知恵

を出したいというのが福祉保健部です。そこは

変わらない姿勢だと思っていますので、いい知

恵が出るかどうか分かりませんが、最大限の知

恵は出したいなと思っています。

例えば、福祉施設や子供の施設と○日高委員

かが、クラスターにならないような対策を見つ

けられないのかなというのが一つあります。

福祉保健部長としての考え方というのが当然

ありながら、でも地域経済を回していくという

考え方も当然あるでしょう。もともと総合政策

部の次長もされていた方ですから。

だから、その辺で、部長の手腕が非常に大き

いと思うんです。今日は何も発言を求めてませ

んから、庁議とか、庁内会議とかでしっかりと

正しい方向に導いてくれることを期待しており

ます。

。○重黒木福祉保健部長 ありがとうございます

そうですね、次長も答弁しましたように、コロ

ナウイルス対応ですけれども、やはり非常に難

しいのが、どんどん状況が変わっていくという

ところだと思っています。新しい変異株がどん

どん出てきたりとか、そういった中で一方では

治療法が確立されていったりとか、選択肢が増

えていったりとか、いろいろな状況の変化があ

ります。

そういった状況の変化の中で 我々が今つくっ、

ている対応方針です。先ほど来、オレンジ区域

ですとか、赤圏域とかいうところがございまし

たけれど、それにつきましても、前につくった

ものに固執することなく、状況の変化に応じて

柔軟に改めていきながら、新しい変異株なり、

新しい状況の変化に対応できるようにしていく

というのが、まずは県全体として進む大きな方

針なのかなと思っています。

そういった大きな枠組みの中で、感染防止対

策と産業というか、そういった維持の部分、あ

るいは教育ですとか、暮らし、そういった部分

をどうしていくか。そこを関係部局としっかり

と議論しながら、３月７日以降の対策を考えて

いくというのが重要であると思ってます。

福祉保健部としては、一つだけ気をつけてい

かなければならないところが、３月６日でまん

防が終わるということになるんでしょうけれど

も、それで一遍に場面が切り替わるわけではな

くて、３月７日以降も引き続き感染防止対策は

しっかりやりながら、少しずつ日常生活を取り

戻すというところにシフトしていかなければな

らないんですけれども、そこは少しずつやって

いくべきだろうなと思っています。

ですので、まん防が解除されても、それは安

全宣言ではありませんよということは、しっか

りと県民の方々にお願いをしながら、そういっ
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た中でそれぞれでしっかり感染に気をつけなが

ら 例えば飲食に行っていただくとか そういっ、 、

た場合も出てくると思いますので、そこはそう

いう注意喚起をしっかりやるというところが一

つでございます。

、 、それから クラスターの話もございましたが

施設等へのクラスター対策をしっかりやってい

くことが、次の大きな対策になっていくと思っ

ています。

その上で、ワクチンの３回目接種をいかに早

く進めていくか、そこも一つの対策の柱になっ

てくると思いますので、そういったものを今日

の夜、コロナの専門家会議がございますので、

そういった専門家の方から御意見をいただいた

りとか、市町村長との意見交換をしながら、ど

ういった対策であれば県民に広くコンセンサス

を得られるような取組ができるのかをしっかり

と議論をして、またお示ししていきたいと思っ

ております。

ありがとうございます。○日高委員

分かる範囲で教えてください。○佐藤委員

１日当たりの感染者数と、それからワクチン

の配分と接種の状況という資料が出ております

が、子供は別として、大人の感染というのは本

人の対策が一番大事だと考えますけれども、ワ

クチンを打たずにいる人たちもいる。また、打

てない人もいるわけですけれども、県内では３

回目の接種を18歳以上の３割はしているという

ことでありますが。３つほどお聞きします。

１つは、これだけ増えた感染者の中で、ワク

チンを打たなかったのか、１回なのか、２回な

のか、もしくは３回打ったけれどかかっている

というところまで把握できているのか。

それから、２点目はワクチンを打てば重症化

はしないとのことであったけれども、亡くなっ

た方もおられると思うんです。その方々は持病

、 、があるからとか いろいろあると思うんですが

その方々もワクチンは打っていたのか ２回打っ、

たのか、３回打ったのか、そういうところまで

把握されているのか。

そして、３つ目は、拡大するのは、やはり無

症状の方とか、自覚のない人たちが広めた可能

、 、性も非常に高いと思うんですけれども 先ほど

県内各地で無料のＰＣＲ検査をやっております

けれども、どうも自分は怪しいという可能性が

あるときに、検査がすぐにできていたのかどう

かです。

私が聞くところによると、延岡市の木下グル

、ープのところに予約を入れて検査に行った人が

断られたそうです。予約を入れて断られること

があるのかと不思議で確認したんですが、間違

いないと。そういう状況では、とても間に合わ

ないと思うんですが、そのあたりを把握されて

いるのか、現状を教えてください。

まず、ワクチンを打た○有村感染症対策室長

れた方の感染者の数、これについては、まだ取

りまとめておりませんので、今、手元に数はご

ざいません。

それから、ワクチンを打って死亡された方、

そういった方がどの程度いらっしゃるのかと、

申し上げますと、第４波以降でございますけれ

ども、３回打たれていた方が３名、それから２

、 、 、回打たれていた方は41名 １回の方が４名 で

未接種の方が15人、不明の方が８名、それから

遺族の方の御意向で非公開という方が１名おり

ます。これが直近の数でございます。

それから、無料検査で予約したけれども断ら

れたという事例があったということでございま

すけれども、一番多忙な時期は、もしかしたら

そういうこともあったのかもしれませんけれど
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も、今は希望の時間を求めなければ、比較的早

くＰＣＲ検査なり、抗原検査なりが受けられる

と現場からは聞いているところでございます。

分かりました そういうことがあっ○佐藤委員 。

たかもしれないということですけれども、予約

までして行ってるわけですから、ちゃんとした

説明があったのかと聞いたんですけれども、本

人はあまり納得していなかったようですので、

そういうことがないようにお願いしたいと思い

ます。

県が行っている無料検○有村感染症対策室長

査でございますけれども、こちらに関しまして

は、無症状で心配な方ということがそもそもご

ざいます。例えば症状がある。喉が痛いとか、

発熱しているとか何らかの風邪の症状等があっ

た場合には、お断りするということになってお

ります。そのような方は医療機関を受診してい

ただくといったルールになっておりますので、

御相談を受けられた方が そのような症状があっ、

たということを窓口で仮におっしゃれば、お断

りされるということはあろうかと思っておりま

す。

その方は全く熱があるとか、せき○佐藤委員

が出るとか、そういうことではなかったです。

、そのやり取りがまずかったのかもしれませんが

全く症状がなければ、そういうことはないとい

うことですか。

現在行っている無料の○有村感染症対策室長

検査は、感染しているかどうか分からず心配で

あるとか、そういった心情の方がお越しになる

といったことになっておりますので、どういう

御事情か分かりませんけれども、現場のほうに

フィードバックしておきたいと思います。

分かりました。要は、県が委託し○佐藤委員

ているわけですから、私たちに言ってくるわけ

です。行ったけれども検査できなかった。やり

取りがまずかったんじゃないのかと確認するけ

れども、何もおかしいところはないのに断られ

たと。そういうことがないようにしていただき

たいと。今後もまだ増える可能性もありますの

で、そういうところを、会場も延岡市や宮崎市

など、各地にあるわけですから、全県下、それ

がきちんとできているのかどうか分かりません

ので、そのあたりをしっかり把握していただい

て、指導していただきたいと思います。お願い

します。

先日、昼食を食べにある店に行っ○横田委員

たんですけれども、そのお店のスタッフが、名

前と電話番号と何人で来たのかとか、そういう

のを書いてくださいといって紙を持ってきたん

です。

私はその意図は分かっているから、書いたん

だけれども、そばにいたお客さんが、これ何の

ために書かせるのかと質問されて、そのスタッ

。 、フがちゃんと答えられなかったんです それで

そのお客さんが何のために使うかはっきり分か

らないと書きたくないということで、結構大き

な声で言われたりしてて、当然そのお店でクラ

スターとか発生したときの来店した人の追跡と

か、そういうことに使うんだろうと思うんです

けれども、そういったことをしっかりとスタッ

フも含めて説明できるようにしていくことが、

すごく大事なことじゃないかなと思うんですけ

れども、いかがでしょうか。

飲食店に対しましては、○壹岐衛生管理課長

認証店の基準にそうしたことが入っております

ので、そういった部分は再調査ですとかしっか

り店主等に伝えて、従業員のスタッフにも分か

りやすく説明ができるように指導・助言をして

まいりたいと考えております。
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このことはお客さんのためでもあ○横田委員

るわけですので、しっかりとスタッフ全員が説

明できるような取扱いをしていただきたいと思

います。

そのワクチンパスポートの復活を○日高委員

やっぱり議論してほしいんです。３回目という

ことで、いずれかの段階で。何か２回目はもう

だめということですね。３回目であれば、そう

いった議論も出てくるんじゃないかと思ってる

んですが、国が何かそういう動きがあるという

ことで、それを注視しているということも聞い

ているんですが。

ワクチン検査パッケー○有村感染症対策室長

ジにつきましては、オミクロン株が出る前に、

デルタ株であればそれも使えるということで、

、経済を回すといったような視点で行われたのは

委員御指摘のとおりでございます。

オミクロンになりますと、感染することが分

かりましたので、そこはもう停止になっており

ます。

、３回打ったら大丈夫といったような知見とか

そういったものがそろってくれば、また国のほ

うからゴーサインが出るかとは思いますけれど

も、今のところは、そのようなことは聞いてお

りませんので、国の動向を注視しながら、また

本県としても対応できるようにしてまいりたい

と思っております。

それをやることによって３回目の○日高委員

接種率も上がってくるんじゃないかと思うんで

す。それは、ただ打たせるがためだけ、という

ところはあるかもしれないんですけれども、た

だ、そのことによってワクチンの効果が出てく

るのであれば当然重要なことですし、感染リス

クも下がると、重症化もしないとなれば、当然

そういったことも織り込んでいくということも

重要。ワクチンも３回目になってくると、えら

いスピードが遅いんです。非常に遅いです。

なおかつ、５歳から11歳までをどうするんだ

という話だって、これはもうスムーズにいきそ

うにもないようなところもあります。そこら辺

をうまくやって、接種率をどうしたら上げてい

けるのかということも念頭に置きながら、ワク

チンパスポートの復活のことも議論をしていた

だければなと思います。

御指摘ありがとうござ○有村感染症対策室長

います。

ワクチンを３回打つことによって、高齢者を

中心とします重症者とか、死亡者を最小限にで

きるといった国のアドバイザーリポートもござ

いますので、これがきっかけとなれば本当にい

いなと感じておるところでございます。

ワクチン検査パッケージは停止しております

けれども、これがまた動き出せば、また新たな

展開が見えてくるのではないかと思うところで

ございます。

これはお願いになるんですけれど○山内委員

も、子供へのワクチン接種の関係で、子供を持

つ親は、保育園とか小学校が休みになって、仕

事を休まないといけないということの御相談を

いただいてます。

さらに、ワクチン接種のために子供に同行す

るために会社を休まないといけない場面が出て

きたときに休みづらいとか、休めないという保

護者の方もいらっしゃると思います。そこは、

職場の理解とか、制度とかも必要な部分だと思

うので、そういった面で県としてフォローして

いただいたりとか、理解を求めるというような

ことをしていただきたいと思います。これはお

願いです。

それから、自宅療養者向けに食材を県として

令和４年３月３日(木)



- 43 -

提供されてると思うんですけれども、その中に

粉ミルクとか、おむつとかが含まれているかを

確認させていただけますでしょうか。

自宅療養者に対して最初○市成健康増進課長

の聞き取りの段階で御希望を聞いた上で、食料

・衛生用品等を配布しております。

栄養状況等を考えたレトルト食品や飲み物を

入れておりますけれども、現時点では粉ミルク

は入っていない状況でございます。

その聞き取りの段階で 多分赤ちゃ○山内委員 、

んがいる御家庭とかも把握できると思うんです

けれども、赤ちゃんがいて粉ミルクが必要だと

判断された場合は対応するとか、そういうこと

は可能なんでしょうか。

非常に数が多い状況で、○市成健康増進課長

なかなか即時対応が難しいところはあるかと思

いますが、そういったお声も届いている部分も

ありますので、そこについては、また業者のほ

うとも相談をしながら、何らかの形でできるこ

とはないかというところで、考えていきたいと

は思っております。

お母さんによっては母乳が出ない○山内委員

とか、赤ちゃんに母乳をあげられないという方

もいらっしゃるとなると、その赤ちゃんの健康

とか命に関わることにもなりますので、そこは

ぜひ、命に関わることという認識を持って御対

応いただけないかなと思いますが いかがでしょ、

うか。

まずは、周囲の御家族な○市成健康増進課長

り、お知り合いの方に協力を求めるというとこ

ろもございますけれども、今おっしゃられたよ

うに、大事な部分でもあるという認識はござい

ますので、また業者と相談をしてまいりたいと

思います。

ありがとうございます。よろしく○山内委員

お願いします。

今のことに関連して、現在把握○前屋敷委員

されてる段階で、自宅療養者が何名いるのか。

それと、どこで線を引くのかがあるんですけれ

ども、食料支援を希望されている方がどの程度

いらっしゃるのか、その数が分かれば教えてく

ださい。

自宅療養者に関しまし○有村感染症対策室長

ては 昨日公表した分になりますけれども 1,217、 、

名が県内で自宅療養をされております。

支援物資の希望の状況で○市成健康増進課長

すけれども、今直近で把握している第６波での

配送の実績の数としましては、6,000個を超える

数を配送している状況でございます。

6,000個といいますと、１世帯に○前屋敷委員

何種類かの食料を届けるということで、全体

で6,000個ということですか。

、○市成健康増進課長 この支援物資については

お一人に対して10日分の食料や飲料水等々を 10、

日分を１セットとしてお届けしております。そ

の10日分のセットが出た個数が6,000個というこ

とになります。

6,000個というのは１人分を１個○前屋敷委員

と考えるんですか。

10日分を１セットとして○市成健康増進課長

のセット数が6,000セット出ているということで

す。

１人が２回ということがあるん○日髙委員長

ですか。10日経過して、また次の10日とか。

療養期間中がおおむね10○市成健康増進課長

日という、基準がありますので、10日分でお届

けをしております。

まん延防止等重点措置が、７日か○佐藤委員

ら解除されるということですけれども、学校関

係者からこういう声をいただいているんです。
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医療機関だけでなく、教育現場も非常に不安

視していると。子供たちの感染が拡大していま

すので、まん防解除以降、県としてはどのよう

な対策を講じる考えなんでしょうかということ

とと、もう一つは、要望として、学校現場に医

療従事者などを臨時的に配置することはできま

せんかと。もう１か月以上、休みもなく働いて

いますという話をいただいています。

教育委員会とほかの部署とのやり取りも必要

でしょうけれども、そういう声が届いておりま

すか。

学校での対策につきま○重黒木福祉保健部長

、 、しては 文部科学省から通知が出ておりまして

それに準ずる形で今は感染が非常に爆発してい

るという中で、しっかり対応をしていただいて

いるというところでございます。

今後も、解除後にまたどういった対策をして

いくのか。今の対策をさらに徹底していくとい

う方向だとは思うんですけれども、どういった

対策を講じるか、教育委員会でも今検討してい

ただいているという状況でございます。

教育委員会任せにするわけではな○佐藤委員

、 、く やはり福祉保健部も絡む話でありますので

しっかりとそこは対策はきちんと取られている

のかどうか。また、不十分じゃないのかと。さ

らに拡大するのではないかというような心配を

していただいておりますので、しっかり抑え込

んでいただきたいと思います。

現場の今言ったような負担軽減について、何

か対策があればお願いします。教育委員会だけ

ではできない話でしょうから。

学○和田福祉保健部次長（保健・医療担当）

校側がどのような要望をされているのかが把握

できていないというのがあるのと、今のお話し

ですと、医療関係者を配置してほしいというこ

とですが、それがどのような目的であるのかと

いうのは確認した上で検討しないといけないと

思います。

今一番難しいのは、医療は医療で手いっぱい

になっていて、保健所も大変難しい状況なんで

す。学校の調査に手が回っていないというとこ

ろもあって、資源をどこにどのように向けて感

染拡大を防止していくのがいいのかということ

で、我々の側からすると学校でできることは、

できるだけ学校で対応をしていただくととても

ありがたいというところがあります。医療は医

療で非常に忙しいので、学校に医療従事者を派

遣する余裕はありません。高齢者施設に来てい

ただくだけでも非常に大変なので、その辺は全

体を見ながら、バランスと感染状況も動いてい

くと思うので、対応がうまくいくかどうかとい

、 、うのは 検討はしていきたいと思いますけれど

具体的にどのような要望なのか分かれば考えた

いなとは思っています。

初めて聞くかもしれませんので、○佐藤委員

今後は教育委員会とかほかの部署とも情報交換

をして、お互い負担軽減してやっていただきた

いと思います。

ほかに質疑はございませんか。○日髙委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって福祉保○日髙委員長

健部を終了いたします。

執行部の皆様方、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後３時04分休憩

午後３時07分再開

委員会を再開いたします。○日髙委員長

まず、採決についてですが、委員会日程の最

終日に行うこととなっておりますので、明日４

令和４年３月３日(木)



- 45 -

日の金曜日に採決を行います。開始時間は13時

といたしたいと存じますが、御異議ございませ

んか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにさせてい○日髙委員長

ただきます。

、 。次に 委員長報告骨子案についてであります

本来であれば採決後に御意見をいただくところ

ですが、今回は日程等に余裕がございませんの

で、この場で協議させていただければと思いま

す。委員長報告の項目及び内容について御意見

がありましたら、お願いをいたします。

暫時休憩します。

午後３時08分休憩

午後３時08分再開

委員会を再開いたします。○日髙委員長

それでは、委員長報告につきましては、これ

までの皆さんの御意見等を踏まえながら、正副

委員長に御一任をいただくということでよろし

いでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○日髙委員長

す。

その他で何かございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもちまして本○日髙委員長

日の委員会を終了いたします。

午後３時08分散会
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令和４年３月４日（金曜日）

午跡０時58分再開

出席委員（８人）

委 員 長 日 髙 利 夫

副 委 員 長 坂 本 康 郎

委 員 横 田 照 夫

委 員 日 高 博 之

委 員 野 﨑 幸 士

委 員 佐 藤 雅 洋

委 員 山 内 佳菜子

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 藤 村 正

政策調査課主査 澤 田 彩 子

それでは、委員会を再開いたし○日髙委員長

ます。

、 、 、まず 議案の採決を行いますが 採決の前に

賛否も含めて御意見等がありましたらお願いい

たします。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないですね。ありがとうござい○日髙委員長

ます。よろしいですか。

それでは、採決を行います。採決につきまし

ては、議案ごとがよろしいでしょうか。一括が

よろしいでしょうか。

〔 一括」と呼ぶ者あり〕「

ありがとうございます。では、○日髙委員長

一括ということです。

それでは 一括して採決いたします 議案第38、 。

号、第41号及び第42号につきましては、原案の

とおり可決することに御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

ありがとうございます。御異議○日髙委員長

なしと認めます。よって、議案第38号ほか２件

につきましては、原案のとおり可決すべきもの

と決定をいたしました。

最後に、その他で何かございますか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないですね。○日髙委員長

それでは、以上をもって委員会を終了いたし

ます。御苦労さまでした。

午後０時59分閉会
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厚生常任委員会委員長 日 髙 利 夫


